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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

　
　
　

三　
「
南
越
雑
話
」
下
巻
―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―

　
　
　

下
巻
―
第
一
話

一
慶
長
六
年
ノ
頃
、
大
神
君
ヨ
リ
秀
康
公
へ
越
前
播
摩
ノ
内
御
望
次
第
進
セ
ラ

ル
ベ
ク
ト
御
沙
汰
ノ
時
、
秀
康
公
近
習
ノ
侍
ニ
何
レ
然
ル
ベ
ク
ヤ
ト
御
尋
遊

ハ
サ
レ
候
時
、
長
谷
部
釆
女
、
越
前
シ
カ
ル
ベ
ク
由
申
上
シ
カ
バ
、
秀
康
公
、

一（

マ

マ

）

ニ
播
摩
、
二
ニ
越
前
ト
俗
ニ
云
ヘ
バ
、
播
摩
可
ナ
ラ
ン
カ
ト
ノ
玉
ヘ
バ
、

釆
女
、
越
前
ハ
江
戸
ニ
近
ク
、
洛
ニ
便
ア
リ
、
而
モ
険
阻
強
勢
ニ
シ
テ
北
国

ノ
綱
領
也
ト
申
候
、
終
ニ
越
前
ヲ
御
拝
領
遊
ハ
サ
レ
候
ニ
、
御
入
国
ノ
年
、

大
雪
ニ
テ
難
義
ニ
及
シ
カ
バ
、
釆
女
ヲ
召
、
汝
本
国
ナ
レ
バ
如
是
雪
国
ヲ
進

メ
、
今
如
何
ト
モ
ス
ベ
キ
様
ナ
シ
ト
テ
、
御
叱
遊
サ
レ
候
ト
ナ
リ

［
注
釈
］

　

○
慶
長
六
年
…
結
城
秀
康
が
越
前
を
拝
領
し
た
の
は
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
こ
と

（『
福
井
県
史�

通
史
編
三
』）。
○
長
谷
部
釆
女
…
四
〇
〇
〇
石
（「
秀
康
給
帳
」）。「
諸
士

先
祖
之
記
」
で
は
諱
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
が
、『
越
前
人
物
志
』
や
「
国
事
叢
記
」
で

は
好
親
。
本
国
は
越
前
で
、
元
は
朝
倉
氏
の
家
臣
。
秀
康
が
豊
臣
秀
吉
の
養
子
と
し
て

京
都
に
い
た
頃
、
秀
康
に
謡
の
指
南
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
家
康
よ
り
秀
康
の
附
人

を
命
じ
ら
れ
た
（「
諸
士
先
祖
之
記
」）。
○
一
ニ
播
摩
、
二
ニ
越
前
…
播
磨
と
越
前
は
米

の
よ
く
穫
れ
る
国
と
し
て
「
一
播
二
越
」
と
称
さ
れ
て
い
た
（『
譬
喩
尽
』）。
○
綱
領
…

物
事
の
最
も
大
切
な
と
こ
ろ
の
こ
と
。
○
御
入
国
ノ
年
…
秀
康
の
越
前
入
国
は
慶
長
六

年
（『
福
井
県
史�

通
史
編
三
』『
福
井
市
史�

通
史
編
２
』）。
○
大
雪
…
「
越
藩
史
略
」
は
、

秀
康
が
入
国
し
た
年
は
大
雪
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

慶
長
六
年
の
頃
、
家
康
公
よ
り
秀
康
公
へ
越
前
・
播
磨
の
う
ち
希
望
す
る
方
を
進
上
す

る
と
の
御
沙
汰
が
あ
っ
た
時
、
秀
康
公
は
近
習
の
侍
に
「
越
前
と
播
磨
の
ど
ち
ら
が
ふ
さ

わ
し
い
だ
ろ
う
か
」
と
お
尋
ね
に
な
っ
た
。
長
谷
部
釆
女
が
越
前
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
旨

を
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
秀
康
公
は
「
一
に
播
磨
、
二
に
越
前
と
世
間
で
言
わ
れ
て
い
る

「
南
越
雑
話
」（
九
）　
―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―

「
南
越
雑
話
」
輪
読
会
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
七
巻
一
号

の
で
あ
れ
ば
、
播
磨
の
方
が
ふ
わ
さ
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
采
女
は

「
越
前
は
江
戸
に
近
く
、
京
都
に
行
く
の
に
も
便
利
で
す
。
し
か
も
地
勢
が
険
し
く
て
勢

力
も
強
大
で
、
北
陸
道
の
国
々
の
中
で
最
も
重
要
な
国
で
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
最
終
的

に
秀
康
公
は
越
前
を
拝
領
さ
れ
た
。
御
入
国
の
年
、
大
雪
に
難
儀
し
た
た
め
、
秀
康
公
は

釆
女
を
呼
び
寄
せ
、「
お
前
は
本
国
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
雪
が
多
い
地
方
を
勧
め
た

が
、
今
は
ど
う
に
も
す
る
方
法
が
な
い
」
と
、
お
叱
り
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

�

（
三
好
康
太
）

　
　
　

下
巻
―
第
二
話

一
越
前
御
拝
領
ノ
時
、
敦
賀
ハ
要
津
ナ
レ
ハ
公
儀
ヘ
召
上
ラ
レ
、
御
替
地
ヲ
進

セ
ラ
ル
ヘ
ク
ヤ
ト
上
意
ナ
リ
シ
時
、
本
多
佐
渡
守
、
天
下
ノ
御
為
ニ
モ
如
何

ト
存
シ
ケ
ル
カ
、
常
ニ
相
詰
ル
ニ
御
次
ニ
極
リ
タ
ル
靠ム

カ
フ

柱
ア
リ
、
時
ノ
人
佐

渡
柱
ト
云
シ
ト
ソ
、
此
柱
ニ
居
寝
シ
テ
夢
驚
キ
タ
ル
テ
イ
ニ
テ
、
御
免
ナ
サ

レ
候
ヘ
ト
胆ソ

ヾ
ロ
ゴ
ト語

ノ
様
ニ
申
候
ヲ
達
御
聴
、
佐
渡
何
ヲ
申
ヤ
ト
御
尋
遊
バ
サ
レ

候
時
、
今
度
敦
賀
ヲ
御
替
遊
サ
ル
ヘ
ク
ト
ノ
義
、
秀
康
公
私
ノ
ワ
ザ
ト
殊
ノ

外
御
叱
ナ
サ
レ
候
ト
存
、
驚
キ
夢
サ
メ
申
候
ガ
声
ヲ
発
シ
候
ヤ
ト
申
上
候
ヘ

バ
、
御
会
得
遊
サ
レ
其
事
止
シ
ト
ゾ

［
注
釈
］

　

○
敦
賀
…
越
前
国
敦
賀
郡
（
福
井
県
敦
賀
市
）。
当
初
越
前
一
国
が
秀
康
に
与
え
ら
れ
た

が
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
敦
賀
郡
が
分
割
さ
れ
小
浜
藩
主
・
京
極
高
次
に
与
え

ら
れ
た
。
○
本
多
佐
渡
守
…
本
多
正
信
。
上
巻
第
一
話
参
照
。
○
御
次
…
御
次
の
間
の

こ
と
。
貴
人
の
居
室
の
次
の
間
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
靠
…
字
義
は
「
た
が
う
・

そ
む
く
」「
も
た
れ
る
」
で
、
こ
こ
で
は
後
者
の
意
。
○
胆
語
…
そ
ぞ
ろ
ご
と
。
あ
て
も

な
い
こ
と
。
と
り
と
め
も
な
い
話
（『
同
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

結
城
秀
康
公
が
越
前
を
御
拝
領
し
た
と
き
、
敦
賀
は
要
港
で
あ
る
か
ら
公
儀
へ
召
し

上
げ
、
替
地
を
与
え
よ
う
か
と
の
上
意
で
あ
っ
た
。
本
多
佐
渡
守
は
天
下
の
た
め
に
も

ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
た
。
佐
渡
守
が
常
に
詰
め
て
い
る
御
次
の
間
に
決
ま
っ

て
よ
り
か
か
る
柱
が
あ
り
、
当
時
の
人
は
佐
渡
柱
と
言
っ
て
い
た
。
佐
渡
守
が
、
こ
の

柱
で
居
眠
り
を
し
て
目
が
覚
め
た
よ
う
な
様
子
で
「
御
免
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
、

そ
ぞ
ろ
ご
と
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
を
徳
川
家
康
公
が
お
聞
き
に
な
り
、「
佐
渡
守
は

何
を
申
し
て
い
る
の
だ
」
と
お
尋
ね
に
な
っ
た
。
佐
渡
守
が
「
こ
の
度
敦
賀
を
お
替
え

な
さ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
秀
康
公
が
私
の
し
た
こ
と
だ
と
、
思
い
の
ほ
か
お
叱

り
な
さ
っ
て
い
る
と
夢
で
思
い
、
驚
い
て
夢
が
覚
め
た
の
で
す
が
、
声
を
出
し
て
し
ま
っ

た
の
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
家
康
公
は
そ
の
意
図
を
理
解
な
さ
り
、
敦

賀
を
召
し
上
げ
る
の
を
や
め
た
と
い
う
。

�

（
徳
満　

悠
）

　
　
　

下
巻
―
第
三
話

一
秀
康
公
、
伏
見
ニ
御
座
遊
ハ
サ
レ
候
節
、
或
日
、
大
神
君
・
秀
忠
公
ヲ
御
請

待
遊
バ
サ
レ
、
御
饗
応
ノ
ア
マ
リ
、
相
撲
ヲ
御
催
遊
バ
サ
レ
、
御
相
伴
ノ
諸

大
名
、
庭
上
ニ
羅ラ

列レ
ツ

シ
、
誠
ニ
無
双
ノ
壮
観
ナ
リ
シ
、
時
ニ
小
相
撲
既
ニ
終

テ
、
越
前
ノ
嵐
追
手
、
加
賀
ノ
順
礼
ト
組
テ
、
両
方
未
勝
負
シ
レ
ズ
、
拝
見

ノ
人
々
、
気
ヲ
詰
テ
マ
シ
ロ
ガ
サ
ル
処
ニ
、
追
手
秘
術
ヲ
フ
ル
ヒ
、
声
ヲ
揚

テ
、
順
礼
ヲ
投
ル
、
此
時
拝
見
ノ
数
千
ノ
人
々
動
キ
サ
ケ
ン
デ
役
人
ト
モ
制
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

ス
レ
ド
モ
止
ザ
リ
シ
ニ
、
秀
康
公
立
タ
マ
ヒ
、
一
目
御
見
廻
シ
遊
バ
サ
レ
候

ヘ
バ
、
皆
一
統
ニ
平
伏
シ
、
静
マ
ル
ト
ナ
リ
、
又
追
手
ト
巡
礼
ト
組
テ
、
順

礼
カ
チ
、
其
次
又
組
テ
、
大
事
ノ
相
撲
ユ
エ
双
方
命
ヲ
軽カ
ロ
ン

ジ
テ
組
候
処
ニ
、

追
手
終
ニ
勝
チ
ケ
ル
ト
ナ
リ
、
大
神
君
還
御
ノ
後
、
御
供
中
ヘ
上
意
遊
バ
サ

レ
候
ハ
、
今
日
ノ
遊
興
甚
奇キ

也
、
ナ
カ
ン
ゾ
ク
秀
康
公
ノ
御
威
勢
ヲ
甚
御
感

ニ
思
召
レ
候
ト
仰
ラ
レ
候
ト
ナ
リ

［
校
訂
］

　

①
止
サ
リ
シ
ニ
→
⑤
止
ザ
リ
シ
ニ

［
注
釈
］

　

○
伏
見
…
豊
臣
期
か
ら
伏
見
城
と
大
名
屋
敷
群
に
よ
る
城
下
町
が
形
成
さ
れ
た
。
関
ヶ

原
合
戦
の
後
、
家
康
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
三
月
、
大
坂
か
ら
伏
見
に
移
り
、
以

後
慶
長
一
二
年
ま
で
拠
点
と
し
て
お
り
、
江
戸
で
越
年
し
、
あ
と
は
伏
見
を
居
所
と
し

た（
相
田
文
三「
徳
川
家
康
の
居
所
と
行
動（
天
正
一
〇
年
六
月
以
降
）」藤
井
讓
治
編『
織

豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。
な
お
現
在
で
も
京
都
市
伏

見
区
桃
山
町
三
河
に
は
、
家
康
や
秀
康
の
屋
敷
跡
と
推
定
さ
れ
る
場
所
が
あ
る
。
○
御

請
待
…
『
当
代
記
』
に
「
慶
長
九
年
七
月
十
七
日
於
伏
見
、
宰
相
秀
康
公
将
軍
御
成
相

撲
あ
り
」、『
落
穂
集
』
に
「
七
月
十
七
日
伏
見
に
於
て
、
将
軍
家
、
宰
相
秀
康
卿
の
亭

へ
御
成
有
て
」「
御
相
撲
御
見
物
被
遊
候
に
付
、
加
州
の
相
撲
順
礼
と
越
前
の
相
撲
追
手

と
三
番
取
結
び
、
追
手
三
番
勝
て
、
則
名
乗
候
と
也
」
と
あ
る
。「
国
事
叢
記
」「
越
藩

史
略
」
で
も
慶
長
九
年
七
月
一
七
日
条
に
本
話
と
同
じ
内
容
を
載
せ
て
お
り
、
伏
見
で

の
饗
宴
相
撲
が
あ
っ
た
の
は
慶
長
九
年
七
月
一
七
日
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
「
国
事
叢

記
」
に
は
「
六
月
十
日
共
」
と
あ
る
。
○
小
相
撲
…
素
人
に
よ
る
相
撲
。
○
嵐
追
手
…

結
城
秀
康
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
た
力
士
。
生
国
は
備
前
国
で
、禄
高
は
二
〇
〇
石
（「
秀

康
給
帳
」）。「
忠
直
給
帳
」
に
載
る
二
〇
〇
石
の
「
嵐
追
手
之
助
」
も
同
一
人
物
か
。
ま

た
「
越
藩
史
略
」
に
は
「
嵐
追
手
之
助
は
備
前
の
人
、
勇
力
あ
れ
共
自
驕
ら
ず
、
仕
へ

て
伏
見
御
番
と
な
る
」「
秩
二
百
石
」
と
あ
る
。
○
順
礼
…
加
賀
の
前
田
利
長
に
召
し
抱

え
ら
れ
て
い
た
力
士
。「
国
事
叢
記
」
に
は
「
両
将
軍
【
家
康
公
秀
忠
公
】
於
伏
見
、
秀

康
卿
之
御
館
へ
入
御
之
御
馳
走
ニ
相
撲
被
仰
付
候
。
嵐
追
手
之
助
【
生
備
前
禄
二
百
石
】

と
、
加
州
松
村
宗
次
郎
【
異
名
順
礼
云
】
与
取
合
、
三
度
被
勝
、
両
公
甚
御
感
心
」
と

あ
る
。「
越
藩
史
略
」
に
は
「
順
礼
は
加
州
侯
肥
前
利
長
の
士
松
村
総
次
郎
と
号
す
、
始

徳
永
法
印
寿
昌
に
仕
へ
、
勇
力
を
以
て
自
負
す
、
或
時
北
野
千
本
勧
進
場
に
於
て
角
力

す
る
事
一
七
日
、
通
計
三
十
三
番
皆
克
つ
故
世
人
之
を
目
し
順
礼
と
云
、
声
誉
海
内
に

溢
れ
、
剛
強
其
右
に
出
る
者
な
し
」
と
あ
り
、
本
名
は
「
松
村
宗
（
総
）
次
郎
」
だ
っ

た
か
。
○
還
御
…
も
と
も
と
天
皇
・
法
皇
・
三
后
と
い
っ
た
貴
人
が
出
か
け
た
先
か
ら

帰
る
こ
と
で
、
転
じ
て
将
軍
・
公
卿
が
出
先
か
ら
帰
る
こ
と
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

秀
康
公
が
伏
見
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
、
あ
る
日
、
大
神
君
と
秀
忠
公
を
招
待
さ
れ
、

御
饗
応
の
後
に
相
撲
を
催
さ
れ
た
。
饗
応
の
席
に
連
な
る
諸
大
名
が
庭
に
並
ん
で
、
ふ

た
つ
と
な
い
す
ば
ら
し
い
眺
め
だ
っ
た
。
そ
の
時
、
小
相
撲
が
終
わ
っ
て
、
越
前
の
嵐

追
手
と
加
賀
の
順
礼
が
相
撲
を
取
っ
て
、
両
方
と
も
勝
負
が
決
し
な
か
っ
た
。
拝
見
す

る
人
々
は
気
を
詰
め
て
瞬
き
を
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
嵐
追
手
が
奥
の
手
を
ふ
る
っ
て
、

声
を
あ
げ
て
順
礼
を
投
げ
飛
ば
し
た
。
こ
の
時
に
相
撲
を
観
て
い
た
数
千
の
人
々
が
動

き
叫
ん
で
、役
人
た
ち
が
制
す
る
も
、皆
は
役
人
の
制
止
を
聞
か
ず
止
ま
ら
な
か
っ
た
が
、

秀
康
公
が
立
た
れ
て
、
一
目
周
囲
を
見
回
さ
れ
る
と
、
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
平
伏
し
て
静

ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
嵐
追
手
と
順
礼
が
相
撲
を
取
っ
て
、
順
礼
が
勝
ち
、
そ
の
次
も

ま
た
相
撲
を
取
っ
た
。
大
事
な
相
撲
な
の
で
、
双
方
と
も
命
を
惜
し
ま
ず
取
り
組
ん
だ

と
こ
ろ
、
嵐
追
手
が
つ
い
に
勝
っ
た
と
い
う
。

　
　

大
神
君
が
、
帰
ら
れ
た
後
に
御
供
の
衆
に
「
今
日
の
遊
興
は
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
。

特
に
秀
康
の
威
勢
に
と
て
も
感
心
し
た
」
と
仰
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

�

（
角　

明
浩
）



54

若
越
郷
土
研
究　

六
十
七
巻
一
号

　
　
　

下
巻
―
第
四
話

一
慶
長
四
年
ノ
頃
、
石
田
三
成
侫
人
成
ニ
ヨ
ツ
テ
諸
大
名
ト
不
和
ニ
付
、
討
ヘ

キ
ノ
聞
ヱ
ア
リ
、
大
神
君
御
噯
ナ
サ
レ
、
三
成
事
佐
和
山
ヘ
蟄
居
仕
ベ
キ
由

仰
付
ラ
ル
、
三
成
義
、
忝
ク
存
シ
奉
候
ヘ
ト
モ
、
伏
見
ヨ
リ
江
州
ノ
道
無
覚

束
存
候
間
、
恐
ナ
ガ
ラ
、
秀
康
公
御
見
継
下
サ
レ
候
様
ニ
願
ヒ
タ
テ
マ
ツ
ル
、

大
神
君
如
何
有
ベ
ク
ト
思
召
レ
ケ
ル
ヲ
、
秀
康
公
、
始
終
ノ
大
意
ヲ
御
勘
弁

遊
バ
サ
レ
、
三
成
ノ
望
ニ
任
セ
、
三
成
伏
見
ヲ
発
足
之
ア
ル
処
ニ
、
醍
醐
山

科
ノ
辺
ニ
至
リ
、
三
成
家
来
、
高
野
越
中
、
大
山
伯
耆
、
舞
坂
兵
庫
ナ
ト
申

者
ト
モ
、
騎
馬
ノ
侍
余
多
召
連
レ
、
コ
ヽ
カ
シ
コ
ヨ
リ
罷
出
、
三
成
ガ
手
廻

ノ
者
ト
モ
ニ
打
交
リ
、
供
仕
ル
ニ
付
、
三
成
ハ
関
寺
ノ
辺
ニ
至
リ
、
高
野
越

中
ヲ
以
テ
、
秀
康
公
ヘ
申
上
候
ハ
、
御
覧
ノ
通
、
家
来
ト
モ
迎
ト
シ
テ
、
佐

和
山
ヨ
リ
罷
越
、
人
多
ニ
モ
罷
成
候
間
、
是
ヨ
リ
御
帰
館
下
サ
レ
候
様
、
御

断
ニ
及
ビ
候
処
ニ
、
秀
康
公
御
承
引
無
之
ニ
付
、
瀬
田
迄
罷
越
候
処
、
三
成

家
来
、
大
場
土
佐
、
柏
原
彦
右
衛
門
ナ
ト
申
頭
分
ノ
者
ト
モ
、
侍
足
軽
ヲ
召

ツ
レ
迎
ノ
タ
メ
罷
越
候
ニ
付
、
三
成
ハ
瀬
田
ノ
大
榎
木
ノ
下
ニ
テ
秀
康
公
ノ

御
越
ヲ
待
受
、
罷
在
テ
申
ケ
ル
ハ
、
是
迄
御
見
送
下
サ
レ
忝
次
第
ニ
候
、
御

覧
ノ
通
、
家
来
ト
モ
追
々
罷
越
、
人
数
多
ニ
モ
相
成
候
間
、
是
ヨ
リ
御
帰
下

サ
レ
候
様
ニ
ト
申
上
候
ヘ
バ
、
秀
康
公
御
申
候
ハ
、
手
前
ニ
ハ
佐
和
山
ノ
切

通
迄
、
其
許
ヲ
見
送
リ
罷
帰
候
様
ニ
ト
内
府
申
付
候
義
ニ
候
ヘ
バ
、
左
様
ニ

ハ
難
致
ト
ノ
御
返
答
ノ
処
ヘ
、
中
村
式
部
、
生
駒
雅
楽
参
ラ
レ
候
ニ
付
、
三

成
申
候
ハ
、
手
前
家
来
、
余
多
ニ
罷
成
候
間
、
御
見
送
リ
ニ
及
ハ
ズ
候
段
、

再
三
御
断
申
上
候
ヘ
ト
モ
、
秀
康
公
御
承
引
無
之
候
、
是
非
御
帰
ア
ラ
レ
間

シ
ク
候
ハ
ヽ
、
此
所
ニ
幾
日
モ
逗
留
可
仕
ト
ノ
義
ニ
付
、
式
部
・
雅
楽
申
上

候
ハ
、
三
成
達
テ
御
断
ノ
上
ハ
、
是
ヨ
リ
御
帰
遊
バ
サ
レ
然
ル
ベ
ク
存
候
、

我
々
義
是
ヨ
リ
帰
宅
仕
ヘ
ク
ト
ノ
義
ニ
付
、
秀
康
公
御
帰
ノ
節
、
土
屋
左
馬

助
ヲ
以
テ
、
佐
和
山
ノ
城
迄
見
送
候
様
ニ
ト
御
申
付
遊
バ
サ
レ
候
ト
也
、
三

成
モ
其
様
子
ヲ
見
及
ビ
、
佐
和
山
近
ク
成
テ
、
侍
両
人
申
付
、
必
以
城
内
ヘ

ミ
チ
引
申
ベ
ク
ト
申
付
ル
処
ニ
、
左
馬
助
ハ
切
通
ノ
少
シ
手
前
ヨ
リ
罷
帰
ル

ベ
ク
ト
致
シ
候
ヲ
、
両
人
ノ
馳
走
役
ノ
者
ト
モ
罷
出
、
城
内
ヘ
御
同
道
仕
ヘ

ク
旨
治
部
少
輔
カ
タ
ク
吾
々
ト
モ
ヱ
申
付
候
処
、
是
ヨ
リ
帰
路
ニ
ヲ
モ
ム
カ

レ
候
テ
ハ
両
人
ノ
不
調
法
ニ
罷
成
候
旨
、
達
テ
申
ニ
付
、
左
馬
助
無
是
非
、

城
内
ヘ
罷
越
候
処
ニ
、
三
成
ハ
式
台
迄
出
向
ヒ
、
左
馬
助
ヲ
書
院
ヘ
通
シ
叮

嚀
ノ
馳
走
ヲ
イ
タ
シ
、
其
上
ニ
テ
自
身
刀
ヲ
持
出
テ
左
馬
助
ヘ
向
ヒ
、
此
刀

ハ
古
太
閤
ヨ
リ
拝
領
イ
タ
シ
秘
蔵
ニ
候
ヘ
ト
モ
、
貴
殿
ヘ
相
送
候
、
モ
シ
モ

参
河
守
殿
、
御
指
料
ニ
モ
相
成
候
ヘ
バ
大
慶
ニ
候
ト
テ
、
手
ヅ
カ
ラ
相
渡
シ

候
ト
ナ
リ

［
注
釈
］

　

○
佐
和
山
…
石
田
三
成
の
居
城
、
近
江
国
佐
和
山
城
（
滋
賀
県
彦
根
市
）。
○
醍
醐
山
科

ノ
辺
…
現
在
の
京
都
市
伏
見
区
醍
醐
お
よ
び
同
山
科
区
の
附
近
。
伏
見
か
ら
逢
坂
を
越

え
て
近
江
へ
至
る
途
中
の
地
名
。
○
高
野
越
中
…
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期

に
か
け
て
の
武
将
。
若
江
八
人
衆
の
一
人
。
は
じ
め
三
好
康
長
に
仕
え
、
そ
の
後
豊
臣

秀
次
に
仕
え
る
。
秀
次
事
件
後
は
石
田
三
成
に
仕
え
る
。
○
大
山
伯
耆
…
安
土
桃
山
時

代
の
武
将
。
黄
母
衣
十
三
人
、
若
江
八
人
衆
の
一
人
。
豊
臣
秀
長
に
仕
え
、
秀
長
死
後

は
石
田
三
成
に
仕
え
る
。
関
ヶ
原
の
戦
い
に
先
鋒
と
し
て
参
戦
し
た
が
討
死
。
○
舞
坂

兵
庫
…
前
野
忠
康
の
こ
と
。
一
般
に
は
舞
兵
庫
の
名
で
知
ら
れ
る
。
安
土
桃
山
時
代
の
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武
将
、
黄
母
衣
十
三
人
・
若
江
八
人
衆
の
一
人
。
は
じ
め
豊
臣
秀
長
お
よ
び
同
秀
次
に

仕
え
、
秀
次
事
件
後
は
石
田
三
成
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
が
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
戦
死
し

た
と
思
わ
れ
る
。
○
関
寺
ノ
辺
…
世
喜
寺
と
も
書
く
。
滋
賀
県
大
津
市
逢
坂
に
あ
っ
た

寺
。
創
建
年
不
明
。
貞
観
元
年
（
九
七
六
）
の
大
地
震
に
て
倒
壊
後
、
源
信
の
勧
め
に

よ
り
弟
子
延
鏡
が
再
興
し
た
。『
関
寺
縁
起
』『
関
寺
小
町
』
の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ
る
。

現
在
は
長
安
寺
（『
新
版
日
本
史
辞
典
』
角
川
書
店
）。
○
瀬
田
…
近
江
国
瀬
田
（
勢
多
）、

琵
琶
湖
の
南
端
、
瀬
田
川
河
口
近
く
東
岸
の
東
国
と
京
を
結
ぶ
重
要
な
交
通
の
要
衝
。

○
大
場
土
佐
…
安
土
桃
山
時
代
の
武
将
。
黄
母
衣
十
三
人
・
若
江
八
人
衆
の
一
人
。
は

じ
め
豊
臣
秀
長
に
仕
え
、
秀
長
死
去
後
は
石
田
三
成
に
仕
え
る
。
慶
長
五
年
の
関
ヶ
原

の
戦
い
で
戦
死
。
○
柏
原
彦
右
衛
門
…
石
田
三
成
の
家
臣
。
関
ヶ
原
の
戦
い
の
前
哨
戦

で
戦
死
。
○
瀬
田
ノ
大
榎
木
ノ
下
…
「
浄
光
公
年
譜
稿
本
」（
松
平
文
庫
二
四
四
号
）
で

は
「
膳
所
ノ
大
樹
」
と
さ
れ
、「
此
地
榎
ノ
大
木
ア
リ
故
ニ
名
ツ
ク
一
書
ニ
ハ
瀬
田
ノ
橋

ト
有
蓋
遠
カ
ラ
ヌ
辺
ニ
テ
一
地
両
名
ト
モ
申
ス
ヘ
シ
」
と
の
割
注
が
あ
る
。
な
お
、
瀬

田
か
ら
佐
和
山
ま
で
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
打
出
浜
か
ら
船
に
て
佐
和
山
城
下
に
直

行
し
た
と
す
る
も
の
も
あ
る
（「
越
藩
史
略
」、「
越
前
家
覚
書
」
松
平
文
庫
一
二
九
号
）。

○
佐
和
山
ノ
切
通
…
佐
和
山
山
頂
に
あ
る
佐
和
山
城
の
南
側
に
あ
る
切
通
し
、
京
か
ら

東
山
道
へ
抜
け
る
道
。
○
内
府
…
内
大
臣
の
唐
名
で
、
こ
こ
で
は
徳
川
家
康
。
家
康
の

内
大
臣
就
任
期
間
は
、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
五
月
か
ら
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）

二
月
ま
で
。
○
中
村
式
部
…
中
村
式
部
少
輔
一
氏
、
戦
国
時
代
か
ら
安
土
桃
山
時
代
の

武
将
。
早
く
か
ら
羽
柴
秀
吉
に
仕
え
、
各
地
を
参
戦
。
慶
長
三
年
に
三
中
老
の
一
人
に

任
命
さ
れ
た
と
い
う
が
、
三
中
老
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
関
ヶ

原
の
戦
い
直
前
に
病
死
。
な
お
「
家
譜
」
に
よ
れ
ば
、
三
中
老
と
さ
れ
た
者
の
う
ち
堀

尾
吉
晴
と
中
村
一
氏
の
二
名
が
、
秀
康
に
よ
る
石
田
三
成
を
佐
和
山
へ
送
る
の
に
差
し

添
え
ら
れ
た
と
さ
れ
、
瀬
田
の
大
榎
の
下
で
の
三
成
と
の
や
り
取
り
も
堀
尾
吉
晴
を
主

体
と
し
て
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
吉
晴
は
伏
見
に
戻
っ
た
後
に
徳
川
家
康
に
秀
康
の
行

動
を
評
価
す
る
報
告
を
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
秀
康
の
評
価
に
関
す
る
記
述
は
省
か

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
村
式
部
と
次
の
生
駒
雅
楽
は
、
秀
康
側
で
も
三
成
側

で
も
な
く
、
目
付
の
よ
う
な
第
三
者
的
な
役
割
で
秀
康
に
同
道
し
て
い
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
○
生
駒
雅
楽
…
生
駒
雅
楽
頭
親
正
。
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か

け
て
の
武
将
。
織
田
信
長
、
羽
柴
秀
吉
に
仕
え
、
秀
吉
晩
年
に
三
中
老
に
任
じ
ら
れ
た

と
す
る
。
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
西
軍
、
東
軍
と
も
に
兵
を
出
し
て
い
た
た
め
安
堵
、
慶

長
八
年
没
。
○
土
屋
左
馬
助
…
実
名
昌
春
。
徳
川
家
康
の
小
姓
を
経
て
秀
康
に
仕
え
る
。

秀
康
の
越
前
入
封
後
大
野
郡
三
万
八
〇
〇
〇
石
（
内
一
万
八
〇
〇
〇
石
与
力
知
）
を
与

え
ら
れ
大
野
城
主
と
な
る
。
慶
長
一
二
年
閏
四
月
、
秀
康
の
死
去
に
伴
い
殉
死
。
○
馳

走
役
…
人
を
も
て
な
す
役
。
○
式
台
…
近
世
初
期
、
武
家
家
屋
に
お
い
て
、
玄
関
な
ど

を
上
が
っ
た
す
ぐ
の
部
屋
。（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
○
自
身
刀
…
自
分
の
刀
。
こ
の
刀

は
、
相
州
正
宗
の
作
の
名
刀
で
「
石
田
正
宗
」
あ
る
い
は
「
切
込
正
宗
」
と
称
さ
れ
た
。

越
前
松
平
家
か
ら
越
後
（
津
山
）
松
平
家
に
伝
え
ら
れ
、現
在
は
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
。

な
お
「
浄
光
公
家
譜
稿
本
」（
松
平
文
庫
二
四
四
号
）
に
は
、
こ
の
刀
に
つ
い
て
「
三
成

奉
ル
所
ノ
刀
石
田
正
宗
ト
云
又
槍
剣
ノ
疵
二
三
ケ
所
ア
ル
故
切
込
正
宗
ト
モ
云
伝
ヘ
テ

家
ニ
蔵
ス
」
と
記
す
。
○
古�

太
閤
…
豊
臣
秀
吉
。
○
参
河
守
…
結
城
秀
康
。
秀
康
が
三

河
守
名
を
用
い
る
の
は
、天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
四
月
の
発
給
文
書
に
「
三
河
少
将
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
任
官
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
正
確
な
時
期

は
不
明
と
さ
れ
る
。
一
方
、
対
外
的
に
三
河
守
名
を
用
い
た
の
は
慶
長
五
年
九
月
、
関
ヶ

原
合
戦
の
直
後
ま
で
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
三
河
守
の
官
途
は
嫡
子
忠
直
に
継
承
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
下
限
は
忠
直
の
同
官
途
任
官
に
接
続
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
黒

田
基
樹
「
結
城
秀
康
文
書
の
基
礎
研
究
」『
駒
澤
史
学
』
四
八
号
、一
九
九
五
年
）。
な
お
、

嫡
子
忠
直
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
生
ま
れ
で
、
慶
長
四
年
時
点
で
は
五
歳
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

慶
長
四
年
頃
、
石
田
三
成
は
口
が
達
者
な
こ
と
か
ら
、
諸
大
名
と
不
和
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
諸
大
名
の
中
に
は
「
三
成
を
討
つ
べ
き
」
と
言
う
者
も
い
た
。
大
神
君
家

康
公
は
そ
れ
を
な
だ
め
て
、「
三
成
は
佐
和
山
へ
蟄
居
す
べ
し
」
と
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
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三
成
は
忝
く
思
い
な
が
ら
も
、
伏
見
か
ら
江
州
佐
和
山
ま
で
の
道
の
り
が
覚
束
な
い
の

で
、
恐
れ
な
が
ら
、
秀
康
公
に
見
届
け
て
ほ
し
い
と
願
い
で
た
。
家
康
公
は
如
何
思
わ

れ
る
だ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
も
、
秀
康
公
は
事
の
成
り
行
き
の
大
意
を
よ
く
考
え
た

上
で
、
三
成
の
望
み
に
任
せ
た
。

　
　

三
成
が
伏
見
か
ら
出
発
し
た
と
こ
ろ
、
醍
醐
山
科
の
付
近
で
三
成
の
家
来
高
野
越
中
、

大
山
伯
耆
、
舞
坂
兵
庫
な
ど
が
騎
馬
の
侍
を
沢
山
召
し
連
れ
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
現

れ
、
三
成
の
側
近
の
者
と
合
流
し
て
御
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
関
寺
の
付
近
に
至
り
、

三
成
は
高
野
越
中
を
通
じ
て
、
秀
康
公
に
対
し
、「
御
覧
の
と
お
り
家
来
ど
も
が
迎
え
に

佐
和
山
よ
り
や
っ
て
来
て
、護
衛
の
者
も
多
く
な
っ
た
の
で
、こ
こ
で
御
帰
り
く
だ
さ
い
」

と
断
っ
た
が
、
秀
康
公
は
承
知
し
な
か
っ
た
。
瀬
田
ま
で
や
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
三
成

の
家
来
大
場
土
佐
・
柏
原
彦
右
衛
門
な
ど
頭
分
と
な
る
者
た
ち
が
侍
足
軽
を
引
き
連
れ

て
や
っ
て
来
た
。
三
成
は
瀬
田
の
大
榎
木
の
下
で
秀
康
公
を
待
ち
受
け
て
、「
こ
れ
ま
で

見
送
っ
て
い
た
だ
い
て
忝
い
次
第
で
す
。
御
覧
の
と
お
り
家
来
ど
も
が
追
々
や
っ
て
き

て
沢
山
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
お
帰
り
く
だ
さ
る
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
、

秀
康
公
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、「
佐
和
山
の
切
通
し
ま
で
そ
な
た
を
見
送
っ
て
か
ら
帰
る

よ
う
に
と
内
府
家
康
公
か
ら
申
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
」
と
返
答
し
た
と
こ
ろ
へ
、
中
村
式
部
と
生
駒
雅
楽
が
や
っ
て
来
た
。
三
成
は
「
手

前
の
家
来
が
沢
山
に
な
っ
た
の
で
、
お
見
送
り
に
は
及
ば
な
い
と
再
三
お
断
り
申
し
上

げ
た
が
、
秀
康
公
は
承
知
さ
れ
な
い
。
是
非
を
わ
き
ま
え
て
お
帰
り
に
な
っ
て
も
ら
え

な
い
な
ら
ば
、
秀
康
公
が
帰
る
の
を
見
届
け
る
ま
で
は
こ
の
所
に
何
日
で
も
逗
留
し
ま

す
」と
三
成
も
承
知
し
な
い
。
そ
こ
で
、式
部
と
雅
楽
が
秀
康
公
に
申
し
上
げ
る
に
は
、「
三

成
が
達
っ
て
お
断
り
し
た
上
は
、
秀
康
公
は
こ
れ
よ
り
帰
ら
れ
る
の
が
よ
い
か
と
思
い

ま
す
。
我
々
も
こ
れ
よ
り
帰
宅
い
た
し
た
い
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、秀
康
公
も
承
知
し
た
。

　
　

秀
康
公
が
帰
ら
れ
る
と
き
、
家
来
の
土
屋
左
馬
助
に
佐
和
山
城
ま
で
見
送
る
よ
う
に

と
申
し
つ
け
ら
れ
た
。
三
成
も
そ
の
様
子
を
見
る
に
及
ん
で
、
佐
和
山
近
く
に
な
っ
て

侍
両
人
に
対
し
、「
必
ず
佐
和
山
城
内
へ
入
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
」
と
申
し
つ
け
た
。
左

馬
助
は
切
通
し
の
少
し
手
前
で
帰
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
両
人
の
馳
走
役
が
出
て
、

「
城
内
へ
同
道
し
て
く
だ
さ
い
と
治
部
少
輔
が
我
々
に
申
し
つ
け
た
の
で
、
こ
こ
で
帰
ら

れ
た
の
で
は
我
々
が
不
調
法
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
言
う
の
で
、
左
馬
助
は
し
か

た
な
く
城
内
ヘ
入
っ
た
。
三
成
は
式
台
ま
で
出
迎
え
て
、
左
馬
助
を
書
院
の
間
へ
通
し
、

丁
寧
に
馳
走
し
た
う
え
に
、自
分
の
刀
を
持
ち
出
し
て
、左
馬
助
に
向
か
っ
て
言
う
に
は
、

「
こ
の
刀
は
い
に
し
へ
太
閤
豊
臣
秀
吉
か
ら
拝
領
し
て
秘
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

貴
殿
へ
お
渡
し
す
る
。
も
し
も
三
河
守
秀
康
公
が
自
分
の
腰
に
差
す
刀
と
し
て
お
使
い

い
た
だ
け
た
な
ら
幸
い
で
あ
る
」
と
言
っ
て
直
接
手
渡
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

�

（
平
野
俊
幸
）

　
　
　

下
巻
―
第
五
話

一
秀
康
公
江
戸
御
参
府
ノ
節
、
木
曾
路
御
通
遊
バ
サ
レ
候
処
、
御
鉄
炮
為
御
持

成
サ
レ
候
、
鉄
炮
御
制
禁
ノ
義
ユ
ヱ
、
百
挺
ノ
御
鉄
炮
、
横
川
御
関
所
ニ
テ

指
押
申
候
テ
通
シ
申
間
鋪
ト
申
ニ
付
、
秀
康
公
御
聞
遊
バ
サ
レ
、
ソ
レ
ハ
定

テ
外
ノ
大
名
ノ
事
ナ
ル
ヘ
シ
ト
仰
ラ
レ
候
ヘ
バ
、
御
番
人
ト
モ
、
中
納
言
殿

ハ
偖
ヲ
キ
、
大
納
言
殿
ニ
テ
モ
罷
ナ
ラ
ズ
ト
ノ
口
上
ニ
付
、
有
ノ
マ
ヽ
申
達

候
ヘ
バ
、
秀
康
公
以
ノ
外
御
腹
立
ニ
テ
、
御
法
度
ヲ
守
リ
、
鉄
炮
ヲ
押
ヘ
申

ハ
尤
ノ
儀
也
、
中
納
言
ニ
テ
モ
大
納
言
ニ
テ
モ
ア
レ
ト
申
雑
言
、
甚
不
届
ト

テ
、
悉
ク
切
殺
候
様
ニ
ト
御
下
知
遊
バ
サ
ル
ヽ
ニ
付
、
片
端
ヨ
リ
悉
ク
御
供

中
大
勢
ニ
テ
打
殺
シ
、御
供
中
ワ
レ
モ
ヽ
ヽ
ヽ
ト
鎗
長
刀
ノ
サ
ヤ
ヲ
ハ
ヅ
シ
、

ヒ
シ
メ
キ
候
ヘ
バ
、
番
人
ト
モ
皆
ヌ
ケ
申
候
テ
、
松
井
田
旅
宿
ヘ
御
通
之コ

レ

ア

リ
候
、
御
番
人
夜
中
江
戸
表
ヘ
罷
出
候
テ
、
御
老
中
方
迄
相
達
候
、
大
神
君

其
節
江
戸
ニ
御
在
府
遊
バ
サ
レ
候
故
、
御
聴
ニ
及
ヒ
候
ヘ
ハ
、
関
所
番
人
ト
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

モ
皆
逃
チ
リ
候
ハ
能
キ
分
別
、
タ
ト
ヘ
バ
残
ラ
ズ
打
殺
候
テ
モ
是
非
モ
コ
レ

ナ
ク
候
ト
ノ
事
ト
ノ
上
意
ニ
テ
御
笑
遊
バ
サ
レ
候
ト
也

［
校
訂
］

　

①
ヒ
ラ
メ
キ
→
⑤
ヒ
シ
メ
キ

［
注
釈
］

○
御
参
府
…
「
家
譜
」（
越
葵
文
庫
）
で
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
越
前
拝
領
後
、

秀
康
の
出
府
は
同
七
年
八
月
二
九
日
と
同
九
年
四
月
二
〇
日
の
二
度
確
認
で
き
る
。
こ

の
う
ち
七
年
の
記
事
に
は
「
秀
康
様
伏
見
ゟ
中
山
道
通
御
出
府
」
と
あ
り
、
本
話
と
類

似
す
る
逸
話
も
載
せ
る
。
一
方
「
東
照
宮
御
実
紀�

巻
七
」
は
、
類
似
の
逸
話
を
載
せ
る

が
、
慶
長
八
年
の
で
き
ご
と
と
す
る
。
○
木
曾
路
…
中
山
道
。
○
鉄
炮
御
制
禁
…
い
わ

ゆ
る
「
入
鉄
砲
に
出
女
」
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
関
所
を
通
っ
て
江
戸
に
入
る
鉄
炮

は
、
鉄
炮
手
形
を
提
出
さ
せ
る
な
ど
関
所
で
厳
し
く
改
め
ら
れ
た
。『
群
馬
県
史�

通
史
編

５
』（
群
馬
県
、
一
九
九
一
年
。
以
下
『
群
馬
県
史
』）
は
、
近
世
初
頭
か
ら
関
所
で
武

具
検
閲
が
厳
重
に
実
施
さ
れ
て
い
た
事
例
と
し
て
、前
掲
「
実
紀
」
所
載
の
逸
話
を
引
く
。

○
横
川
御
関
所
…
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
箕
輪
城
主
井
伊
直
政
が
家
康
の
命
に
よ

り
碓
氷
峠
に
関
所
を
置
き
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
伊
奈
忠
次
と
大
久
保
長
安
が
碓

氷
峠
か
ら
横
川
村
地
内
に
関
所
を
移
し
て
警
固
し
た
と
さ
れ
る
（『
群
馬
県
史
』）。
○
中

納
言
殿
…
秀
康
を
指
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
秀
康
の
権
中
納
言
任
官
は
慶
長
一
〇
年

（
一
六
〇
五
）
七
月
二
六
日
の
こ
と
で
、
翌
一
一
年
正
月
一
〇
日
に
は
辞
任
（『
公
卿
補

任�

第
三
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。
出
府
が
同
七
年
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
年
代

的
に
齟
齬
が
生
じ
る
た
め
、「
中
納
言
殿
ハ
偖
ヲ
キ
」
の
部
分
は
秀
康
を
「
中
納
言
様
」

と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
世
の
潤
色
と
考
え
ら
れ
る
。ち
な
み
に「
南
越
雑
話�

下
巻
」

に
先
行
す
る
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
成
立
の
大
道
寺
友
山
の
著
「
越
叟
夜
話
」
所
載

の
類
話
で
は「
誰
殿
か
れ
殿
も
入
事
に
て
ハ
無
之
」と
記
さ
れ（『
福
井
市
史�

資
料
編
４
』）、

享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
頃
成
立
の
同
じ
友
山
の
著
「
落
穂
記
」
巻
之
四
所
載
の
類

話
で
は
「
中
納
言
殿
ハ
扨
置
、
大
納
言
殿
に
て
も
有
れ
」
と
な
っ
て
い
る
（『
改
定
史
籍

集
覧�

第
十
冊
』）。
○
大
納
言
…
こ
こ
で
は
徳
川
秀
忠
。
権
大
納
言
の
任
官
は
慶
長
六
年

（
一
六
〇
一
）
三
月
二
七
日
で
、
同
一
〇
年
四
月
一
六
日
に
は
内
大
臣
・
征
夷
大
将
軍
に

任
官
し
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』）。
○
片
端
ヨ
リ
～
打
殺
シ
…
本
話
か
ら
は
番
人
が
実
際

に
打
ち
殺
さ
れ
た
と
は
読
み
取
れ
な
い
た
め
、
こ
の
部
分
は
衍
文
と
み
ら
れ
る
。
前
掲

「
落
穂
記
」
に
「
片
は
し
よ
り
悉
く
打
殺
や
う
に
と
御
申
に
付
、
供
中
我
も
〳
〵
と
鎗
長

刀
の
さ
や
を
は
つ
し
ひ
し
め
き
け
る
」
と
あ
る
部
分
が
、
本
話
で
は
「
悉
ク
切
殺
候
様

ニ
ト
御
下
知
遊
バ
サ
ル
」
と
「
片
端
ヨ
リ
悉
ク
御
供
中
大
勢
ニ
テ
打
殺
シ
」
お
よ
び
「
御

供
中
ワ
レ
モ
ヽ
ヽ
ヽ
ト
鎗
長
刀
ノ
サ
ヤ
ヲ
ハ
ヅ
シ
、
ヒ
シ
メ
キ
候
」
に
誤
っ
て
記
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
○
松
井
田
旅
宿
…
中
山
道
の
松
井
田
宿
（
群
馬
県
安
中
市
）。
慶

長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
に
道
路
の
改
修
が
行
わ
れ
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四

～
四
三
）
に
町
並
み
が
そ
ろ
っ
た
と
さ
れ
る
（『
群
馬
県
史
』）。
○
御
在
府
…
慶
長
七
～

八
年
の
家
康
の
在
府
期
間
は
七
年
一
月
一
日
～
一
九
日
と
一
一
月
三
日
～
二
六
日
の
期

間
の
み
（
藤
井
讓
治
『
徳
川
家
康
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）。
秀
康
の
出
府
は
七

年
八
月
二
九
日
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
番
人
の
訴
え
を
在
府
中
の
家
康
が
耳
に
し
た
と

す
る
逸
話
は
成
立
し
が
た
い
。
秀
康
の
出
府
を
八
年
と
み
る
「
実
紀
」
は
、
家
康
の
不

在
を
勘
案
し
て
、
番
人
の
訴
え
を
聞
い
た
の
は
台
徳
院
（
秀
忠
）
と
し
て
修
正
を
加
え

て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

秀
康
公
は
江
戸
御
参
府
の
際
、
木
曾
路
を
お
通
り
な
さ
れ
、
御
供
の
者
た
ち
に
鉄
炮

を
持
た
せ
ら
れ
た
。
関
所
の
番
人
は
「
鉄
炮
御
制
禁
の
こ
と
ゆ
え
、
百
挺
の
鉄
炮
は
横

川
の
御
関
所
で
さ
し
押
え
、
通
す
つ
も
り
は
な
い
」
と
言
っ
た
。
秀
康
公
は
こ
れ
を
お

聞
き
に
な
ら
れ
、「
そ
れ
は
き
っ
と
他
の
大
名
の
事
で
あ
ろ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
番

人
た
ち
の
「
中
納
言
殿
は
さ
て
お
き
、
大
納
言
殿
で
あ
っ
た
と
し
て
も
決
し
て
許
さ
れ

な
い
こ
と
だ
」
と
の
口
上
を
、
御
供
の
者
が
あ
り
の
ま
ま
秀
康
公
に
申
し
伝
え
た
と
こ

ろ
、
公
は
大
変
に
お
腹
立
ち
に
な
り
、「
御
法
度
を
守
り
、
鉄
炮
を
さ
し
押
え
る
こ
と
は
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も
っ
と
も
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
『
中
納
言
に
て
も
大
納
言
に
て
も
あ
れ
』
と
申
す

よ
う
な
雑
言
は
、
は
な
は
だ
不
届
き
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、「
片
っ
端
か
ら
こ
と
ご
く
打

ち
殺
す
よ
う
に
」
と
御
下
知
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
御
供
の
者
た
ち
は
「
我
も
我
も
」
と

鎗
や
長
刀
の
鞘
を
外
し
て
ひ
し
め
い
た
。
番
人
た
ち
が
み
な
そ
の
場
を
逃
げ
出
し
た
た

め
、
一
行
は
松
井
田
宿
ヘ
と
お
通
り
な
さ
れ
た
。

　
　

番
人
は
夜
中
に
江
戸
表
へ
と
出
て
、老
中
方
に
ま
で
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。
そ
の
時
、

家
康
公
は
江
戸
に
御
在
府
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
こ
と
を
お
聞
き
に
な
ら
れ
、「
関

所
の
番
人
ど
も
が
皆
逃
げ
散
っ
た
の
は
よ
い
分
別
で
あ
っ
た
。
仮
に
残
ら
ず
打
ち
殺
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
仕
方
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
」
と
の
御
上
意
で
お
笑
い
に
な
ら
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

�

（
長
野
栄
俊
）

　
　
　

下
巻
―
第
六
話

一
秀
康
公
御
参
府
ノ
節
ハ
、
秀
忠
将
軍
品
川
迄
御
鷹
野
ニ
事
ヨ
セ
ラ
レ
御
出
迎

遊
バ
サ
レ
、
御
同
道
ニ
テ
御
城
ヱ
入
セ
ラ
レ
候
旨
、
御
乗
物
ハ
御
式
台
横
付

ト
御
指
図
遊
バ
サ
レ
候
、
御
逗
留
中
二
ノ
丸
ニ
テ
御
相
伴
ニ
テ
御
座
候
、
或

日
少
々
御
不
快
ニ
テ
急
ニ
御
下サ

ガ

リ
遊
バ
サ
レ
候
処
、
御
供
中
毎
ノ
合
点
ニ
テ

参
ラ
ズ
候
、
呼
ニ
遣
ハ
サ
レ
候
、
御
立
遊
バ
サ
レ
御
玄
冠
ヱ
御
出
迎
遊
バ
サ

レ
候
テ
御
立
ヤ
ス
ラ
ヒ
遊
バ
サ
レ
候
処
、
御
老
中
方
追
々
御
出
、
当
番
ノ
御

旗
本
中
御
供
致
サ
レ
候
様
御
指
図
ニ
テ
、
両
御
番
衆
ヲ
ハ
ジ
メ
其
外
小
十
人

御
徒
衆
迄
将
軍
様
御
成
ノ
通
二
ノ
丸
マ
テ
御
供
致
サ
レ
候
ト
也

［
注
釈
］

　

○
品
川
…
将
軍
の
鷹
場
の
一
つ
で
、
高
台
に
休
泊
所
の
御
殿
山
城
（
品
川
御
殿
）
が
あ
っ

た
。
○
御
乗
物
ハ
御
式
台
横
付
…
通
常
は
大
手
門
や
内
桜
田
門
で
乗
物
を
降
り
た
。
○

二
ノ
丸
…
江
戸
城
の
二
の
丸
は
本
丸
を
補
助
す
る
郭
で
、
本
丸
の
東
側
に
あ
っ
た
。
○

御
玄
冠（
関
）…
江
戸
城
本
丸
の
玄
関
は
御
殿
の
南
東
に
あ
っ
た
。
○
両
御
番
衆
…
大
番
・

書
院
番
両
組
の
番
士
。
○
小
十
人
御
徒
衆
…
小
十
人
組
の
番
士
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

秀
康
公
御
参
府
の
節
は
、
将
軍
秀
忠
公
が
御
鷹
狩
に
か
こ
つ
け
て
、
御
鷹
場
の
品
川

で
秀
康
公
を
お
出
迎
え
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
御
同
道
に
て
江
戸
城
へ
お
入
り
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
、
秀
康
公
の
御
乗
物
は
御
玄
関
を
通
り
過
ぎ
て
御
式
台

に
横
付
に
さ
れ
た
。
こ
れ
は
秀
忠
公
の
御
指
図
で
あ
っ
た
。
御
逗
留
中
の
秀
康
公
は
二

の
丸
で
も
て
な
さ
れ
、
秀
忠
公
の
御
相
伴
と
い
う
待
遇
で
あ
っ
た
。

　
　

江
戸
城
に
御
逗
留
中
の
あ
る
日
、
秀
康
公
は
少
々
御
気
分
が
優
れ
ず
、
急
に
秀
忠
公

の
御
前
か
ら
お
下
が
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
急
な
こ
と
で
御
供
が
参
ら
な

か
っ
た
の
で
、
秀
康
公
は
供
を
呼
び
遣
わ
さ
れ
、
御
前
を
お
立
ち
に
な
っ
て
御
玄
関
で

供
を
お
待
ち
に
な
っ
て
い
た
。
す
る
と
、
そ
こ
へ
御
老
中
方
が
あ
と
を
追
っ
て
お
出
で

に
な
り
、
当
番
の
旗
本
は
秀
康
公
の
御
供
を
す
る
よ
う
に
と
の
御
指
図
で
、
大
番
組
・

書
院
番
組
か
ら
小
十
人
組
ま
で
、
将
軍
の
御
供
が
出
揃
い
、
秀
康
公
は
将
軍
様
が
御
成

り
に
な
る
時
と
同
じ
様
に
二
の
丸
へ
と
お
戻
り
に
な
ら
れ
た
と
い
う
。

�

（
堀
井
雅
弘
）

　
　
　

下
巻
―
第
七
話

一
小
山
御
陣
ノ
節
、
上
方
騒
動
ノ
由
ニ
テ
家
康
公
江
戸
表
ヱ
御
帰
城
遊
バ
サ
ル

ヘ
ク
ト
御
座
候
処
ニ
、
秀
忠
公
榊
原
式
部
大
輔
ヲ
召
セ
ラ
レ
、
宇
都
宮
ヨ
リ
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

小
山
ヘ
御
越
遊
バ
サ
レ
、
良ヤ
ヽ

久
御
閑
談
遊
バ
サ
レ
、
其
夜
ハ
結
城
ニ
御
止
宿

遊
バ
サ
レ
、
翌
朝
宇
都
宮
へ
御
帰
城
遊
バ
サ
レ
、
宇
都
宮
外ソ

ト

郭
ノ
御
普
請
ノ

義
仰
出
サ
レ
、
并
蒲
生
家
ノ
家
老
召
呼
バ
レ
、
今
度
御
父
子
様
ト
モ
ニ
上
方

ヘ
御
発
馬
遊
バ
サ
ル
ニ
付
、
御
留
守
ノ
義
ハ
一
円
ニ
結
城
秀
康
公
ヘ
御
任
セ

置
候
間
、
何
時
モ
此
辺
御
打
廻
ノ
節
、
当
城
ノ
本
丸
ヘ
御
逗
留
ア
ラ
レ
候
様

ニ
仕
ル
ベ
ク
旨
、
仰
渡
サ
レ
候
ニ
付
、
其
節
秀
康
公
ノ
御
威
勢
秀
忠
将
軍
モ

御
同
然
ノ
様
ニ
コ
レ
ア
リ
候
ト
也

［
注
釈
］

　
○
小
山
御
陣
…
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
七
月
二
五
日
の
い
わ
ゆ
る
「
小
山
評
定
」
に

と
も
な
う
徳
川
家
康
の
小
山
（
栃
木
県
小
山
市
）
在
陣
の
こ
と
。
近
年
、
小
山
評
定
は

史
実
で
は
な
い
と
す
る
説
が
打
ち
出
さ
れ
た
（
白
峰
旬
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
小

山
評
定
―
家
康
神
話
創
出
の
一
事
例
―
」『
別
府
大
学
紀
要
』
一
四
、二
〇
一
二
年
な

ど
）。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
家
康
方
に
お
い
て
何
ら
か
の
軍
議
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と

し
た
場
合
、
東
海
道
筋
へ
家
康
の
部
将
を
配
備
す
る
決
定
が
い
つ
な
さ
れ
た
の
か
説
明

が
つ
か
な
い
こ
と
な
ど
複
数
の
反
証
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
山
評
定
否
定
説
が
定
説
の

地
位
を
得
て
い
る
と
は
い
え
な
い
（
本
多
隆
成
「『
小
山
評
定
』
再
々
論
」『
地
方
史
研

究
』
三
九
八
、二
〇
一
九
年
な
ど
）。
七
月
二
八
日
付
芦
名
盛
重
宛
徳
川
家
康
書
状
に
「
此

方
も
小
山
令
在
陣
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
家
康
が
小
山
に
在
陣
し
た
の
は

確
か
で
あ
る
（
相
田
文
三
「
徳
川
家
康
の
居
所
と
行
動
（
天
正
一
〇
年
六
月
以
降
）」）。

「
南
越
雑
話
」
で
は
上
巻
第
一
話
・
第
二
話
に
小
山
評
定
前
後
の
逸
話
が
み
え
る
。
○
上

方
騒
動
…
石
田
三
成
や
大
坂
三
奉
行
（
前
田
玄
以
・
増
田
長
盛
・
長
束
正
家
）
ら
に
よ

る
謀
叛
の
企
て
の
こ
と
。
家
康
は
こ
れ
を
七
月
二
九
日
ま
で
に
認
識
し
た
（
笠
谷
和
比

古
『
徳
川
家
康
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）。
○
江
戸
表
ヱ
御
帰
城
…
家
康
は

慶
長
五
年
八
月
二
日
頃
小
山
を
発
ち
、
五
日
に
江
戸
着
（
前
掲
相
田
論
文
）。
○
秀
忠
公

…
徳
川
秀
忠
。
一
五
七
九
～
一
六
三
二
。
家
康
の
三
男
で
、
江
戸
幕
府
二
代
将
軍
。
関
ヶ

原
の
戦
い
で
は
徳
川
氏
の
主
力
部
隊
を
率
い
る
が
、
合
戦
に
は
遅
参
し
た
。
○
榊
原
式

部
大
輔
…
榊
原
康
政
。
一
五
四
八
～
一
六
〇
六
。
織
豊
期
か
ら
江
戸
初
期
の
部
将
。
家

康
の
遠
江
侵
攻
以
来
数
々
の
合
戦
に
従
い
、
先
鋒
の
将
と
し
て
知
ら
れ
る
。
天
正
一
八

年
（
一
五
九
〇
）
の
関
東
入
国
時
に
上
野
館
林
（
群
馬
県
館
林
市
）
で
一
〇
万
石
を
領

し
た
。
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
、
秀
忠
軍
の
先
備
で
あ
っ
た
。
○
宇
都
宮
…
栃
木
県
宇
都

宮
市
。
奥
州
街
道
と
日
光
街
道
の
分
岐
点
と
な
る
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
秀
忠
の
本
陣

が
置
か
れ
た
。
○
結
城
…
茨
城
県
結
城
市
。
天
正
一
八
年
、
結
城
城
主
・
結
城
晴
朝
は

養
子
の
朝
勝
に
変
え
て
豊
臣
秀
吉
の
養
子
・
羽
柴
秀
康
を
新
た
な
養
嗣
子
と
し
て
迎
え
、

自
身
は
隠
居
し
た
。
以
降
、
慶
長
七
年
の
越
前
転
封
ま
で
秀
康
が
城
主
を
務
め
た
（
市

村
高
男
「
結
城
城
」
峰
岸
純
夫
・
齋
藤
慎
一
編
『
関
東
の
名
城
を
歩
く�

北
関
東
編�

茨
城
・

栃
木
・
群
馬
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）。
○
宇
都
宮
外
郭
…
通
説
で
は
、
宇
都
宮

城
の
外
郭
普
請
を
行
っ
た
の
は
、
元
和
五
～
八
年
（
一
六
一
九
～
二
二
）
に
城
主
で
あ
っ

た
本
多
正
純
と
さ
れ
る
（
峰
岸
純
夫
「
宇
都
宮
城
」
児
玉
幸
多
・
坪
井
清
足
監
修
『
日

本
城
郭
大
系�

第
四
巻�

茨
城
・
栃
木
・
群
馬
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
九
年
）。
○
蒲

生
家
…
慶
長
三
～
六
年
に
宇
都
宮
城
城
主
で
あ
っ
た
蒲
生
秀
行
の
家
。
慶
長
三
年
、
会

津
九
二
万
石
か
ら
宇
都
宮
一
八
万
石
で
移
封
さ
れ
た
。○
発
馬
…
出
馬
す
る
こ
と
。な
お
、

福
井
市
春
嶽
公
記
念
文
庫
本
で
は
「
発
駕
」（
貴
人
が
出
発
す
る
こ
と
の
意
）。
○
留
守

…
主
君
が
外
出
し
た
時
、
そ
の
代
理
と
し
て
都
城
に
留
ま
り
執
政
す
る
こ
と
。
○
一
円

…
あ
る
地
域
全
体
。
○
威
勢
…
意
気
の
盛
ん
な
様
子
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

小
山
御
陣
の
折
に
上
方
で
騒
動
が
起
き
た
の
で
、
家
康
公
は
江
戸
へ
ご
帰
城
な
さ
れ

た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
秀
忠
公
が
榊
原
式
部
大
輔
を
呼
び
出
さ
れ
て
、
宇
都
宮
か
ら

小
山
へ
お
越
し
に
な
っ
た
。
少
し
の
間
久
し
く
ご
歓
談
な
さ
れ
、
そ
の
夜
は
結
城
に
お

泊
り
に
な
っ
た
。
翌
朝
、
宇
都
宮
へ
ご
帰
城
な
さ
れ
た
。
秀
忠
公
は
、
宇
都
宮
城
の
外

郭
の
ご
普
請
に
つ
い
て
話
題
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
蒲
生
家
の
家
老
を
お
呼
び
に
な
り
、
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
七
巻
一
号

こ
れ
か
ら
ご
父
子
様
（
家
康
公
と
秀
忠
公
）
は
と
も
に
上
方
へ
ご
出
発
す
る
の
で
、
そ

の
留
守
に
つ
い
て
は
結
城
秀
康
公
に
一
任
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
秀
康
公
が
こ
の
近
辺

を
巡
回
す
る
時
は
い
つ
で
も
、
秀
康
公
を
当
城
の
本
丸
に
お
通
し
す
る
よ
う
に
し
な
さ

い
、
と
の
旨
を
ご
命
令
に
な
っ
た
。
こ
の
節
の
秀
康
公
の
ご
威
勢
は
秀
忠
将
軍
同
然
の

よ
う
で
あ
っ
た
。

�

（
石
川
美
咲
）

　
　
　

下
巻
―
第
八
話

一
慶
長
五
年
九
月
十
五
日
、
濃
州
関
ヶ
原
ニ
ヲ
イ
テ
逆
徒
悉
ク
御
退
治
コ
レ
ア

リ
、
藤
川
ノ
台
ニ
大
神
君
御
安
座
遊
バ
サ
レ
、
御
自
筆
ヲ
以
テ
秀
康
公
ヘ
仰

進
ゼ
ラ
レ
候
ハ
、
今
度
濃
州
表
合
戦
ニ
勝
利
ヲ
得
候
ハ
、
偏
ニ
其
方
奥
州
筋

手
強
ク
押
ヘ
ラ
レ
、
関
東
静
謐
ノ
故
也
、
御
一
世
ノ
御
大
慶
不
過
之
由
ト
ノ

御
文
体
也
、
秀
康
公
、
父
ノ
尊
書
ナ
ガ
ラ
、
有
ガ
タ
ク
思
召
玉
ヒ
ケ
ル
ト
也

［
注
釈
］

　

○
慶
長
五
年
…
一
六
〇
〇
年
。
九
月
一
五
日
未
明
、
関
ヶ
原
に
東
西
両
軍
一
六
万
弱

の
軍
勢
が
集
結
し
関
ヶ
原
の
戦
い
が
始
ま
る
。
○
濃
州
関
ヶ
原
…
現
在
の
岐
阜
県
不
破

郡
西
部
に
位
置
す
る
場
所
。
○
藤
川
ノ
台
…
梅
渓
光
『
不
破
名
勝
誌
』（
三
輪
善
四
郎
、

一
九
一
三
年
）
に
よ
れ
ば
「
藤
子
川
の
西
岸
中
山
道
の
北
二
丁
大
字
藤
下
の
宮
の
上
に

あ
る
平
野
な
り
、
徳
川
家
康
が
関
原
戦
に
勝
ち
第
三
次
の
検
馘
所
な
り
」
と
あ
る
。
藤

子
川
は
現
在
の
藤
古
川
と
考
え
ら
れ
、
岐
阜
県
不
破
軍
関
ヶ
原
町
藤
下
を
流
れ
る
藤
古

川
の
西
岸
に
あ
る
若
宮
八
幡
宮
上
部
の
台
地
と
考
え
ら
れ
る
。
○
奥
州
筋
…
奥
州
方
面
。

家
康
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
前
に
、
奥
州
を
治
め
る
上
杉
景
勝
の
征
伐
（
会
津
征
伐
）

を
行
っ
た
が
、
石
田
三
成
の
挙
兵
に
よ
り
西
上
を
決
定
。
秀
康
に
は
、
関
ヶ
原
へ
出
陣

す
る
の
で
は
な
く
、
宇
都
宮
に
て
景
勝
の
抑
え
を
行
う
よ
う
に
命
じ
た
。
○
尊
書
…
他

人
を
敬
っ
て
、
そ
の
手
紙
を
い
う
語
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
な
お
、
こ
の
尊
書
に
つ

い
て
「
国
事
叢
記
」
に
「
秀
朝
（
秀
康
）
君
御
一
生
之
御
大
慶
」
の
一
つ
と
し
て
「
今

度
濃
州
表
（
以
下
略
）」
の
書
状
を
記
す
。
ま
た
「
越
叟
夜
話
」
に
、
本
話
を
含
め
書
状

を
下
賜
さ
れ
た
経
緯
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

慶
長
五
年
九
月
一
五
日
、
濃
州
関
ヶ
原
に
お
い
て
、
逆
徒
を
悉
く
退
治
さ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
藤
川
の
台
地
に
大
神
君
家
康
公
が
ご
安
座
な
さ
れ
、
ご
自
筆
に
て
秀
康
公

へ
お
伝
え
に
な
ら
れ
た
こ
と
は
、「
こ
の
度
、
濃
州
表
の
合
戦
に
勝
利
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
方
が
奥
州
方
面
を
力
強
く
抑
え
、
関
東
が
穏
や
か
に
治
ま
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
生
涯
の
最
も
大
き
な
喜
び
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
の

御
大
意
で
あ
っ
た
。
秀
康
公
は
、
父
の
書
状
で
あ
る
が
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
と
お

思
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

�

（
内
田
好
美
）

　
　
　

下
巻
―
第
九
話

一
慶
長
十
二
年
四
月
廿
九
日
、
大
神
君
駿
府
ニ
御
座
ナ
サ
セ
ラ
レ
候
処
ヘ
、
秀

康
公
ヨ
リ
於
佐
ノ
局
ヲ
以
言
上
遊
バ
サ
レ
ケ
ル
ハ
、
私
義
、
病
気
甚
シ
ク
存

命
不
定
ノ
体
ニ
罷
成
候
、
先
月
廿
八
日
ニ
御
舎
弟
尾
州
薩
摩
守
忠
吉
御
他
界

ノ
処
ニ
又
候
ヤ
、
私
迄
御
先
立
申
儀
、
是
非
ニ
及
バ
ズ
候
、
御
暇
乞
ノ
為
申

上
候
ト
仰
遣
サ
レ
ケ
レ
バ
、
大
神
君
御
愁
傷
斜
メ
ナ
ラ
ズ
、
其
後
仰
出
サ
レ

ケ
ル
ハ
、
秀
康
ノ
事
ハ
度
々
ノ
忠
勤
ア
ゲ
テ
計
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
所
ニ
越



61

「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

前
一
国
宛
行
ヒ
候
事
、
今
更
御
残
多
思
召
ル
、
御
病
気
怠
ノ
タ
メ
御
祝
儀
ニ

ト
御
加
増
ト
シ
テ
、
越
前
ニ
近
江
ノ
内
両
所
ニ
テ
都
合
百
万
石
進
セ
ラ
レ
候

由
、
御
朱
印
成
セ
ラ
レ
候
刻キ
ザ
ミ

、
於
佐
ノ
局
御
朱
印
ヲ
帯
シ
急
キ
罷
帰
候
処
ニ
、

閏
四
月
八
日
秀
康
公
御
逝
去
ノ
旨
三
州
岡
崎
ニ
テ
承
リ
、
於
佐
ノ
局
流
涕
申

サ
レ
ナ
ガ
ラ
思
案
仕
候
ハ
、
大
切
ノ
御
朱
印
ヲ
越
前
ニ
持
参
候
事
モ
如
何
ト

存
候
テ
、
岡
崎
ヨ
リ
駿
府
ヘ
早
駈
ニ
立
帰
リ
直
ニ
登
城
申
サ
レ
候
処
ニ
、
大

神
君
囲
碁
ヲ
遊
バ
サ
レ
候
処
ヘ
於
佐
ノ
局
持
参
候
ヘ
バ
、
御
愁
傷
ナ
ヽ
メ
ナ

ラ
ズ
候
ト
也

［
注
釈
］

　

○
駿
府
ニ
御
座
…
家
康
は
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
に
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
っ
た
後
、

同
一
二
年
七
月
三
日
に
伏
見
城
か
ら
駿
府
城
に
移
っ
た
（「
徳
川
諸
家
系
譜
」「
当
代
記
」

「
徳
川
実
紀
」）。
大
御
所
と
し
て
実
権
を
掌
握
し
続
け
、
以
後
亡
く
な
る
ま
で
同
城
で
過

ご
し
た
（「
徳
川
実
紀
」）。
な
お
、
同
年
二
月
か
ら
駿
府
城
の
普
請
が
開
始
さ
れ
、
家
康

も
三
月
一
一
日
に
駿
府
に
入
っ
て
い
る
。
○
於
佐
ノ
局
…
「
於
佐
局
」「
佐
局
」「
佐
の
局
」

と
も（「
国
事
叢
記
」「
片
聾
記
」「
徳
川
実
紀
」）。
家
康
も
彼
女
を
知
っ
て
い
た
と
い
う（「
徳

川
実
紀
」）。
○
病
気
…
結
城
秀
康
は
慶
長
一
〇
・
一
一
年
頃
か
ら
病
気
が
ち
に
な
り
、
一

時
は
白
山
で
の
湯
治
に
よ
っ
て
相
当
快
方
に
向
か
っ
た
と
い
う
（「
国
事
叢
記
」「
越
叟

夜
話
」）。
と
こ
ろ
が
、
同
一
二
年
頃
か
ら
病
状
が
悪
化
し
、
三
月
一
日
に
伏
見
城
か
ら

帰
国
し
北
庄
城
で
療
養
し
て
い
た（「
当
代
記
」『
福
井
市
史�

通
史
編
２
』）。
当
時
秀
康
は
、

伏
見
城
を
離
れ
て
い
た
家
康
か
ら
留
守
在
城
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
（「
当
代
記
」、
本
多

隆
成
『
定
本�

徳
川
家
康
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。
○
存
命
不
定
…
生
死
の
ほ

ど
が
わ
か
ら
な
い
さ
ま
。
○
尾
州
薩
摩
守
忠
吉
…
松
平
忠
吉
。
一
五
八
〇
～
一
六
〇
七
。

徳
川
家
康
の
四
男
。
同
母
兄
に
徳
川
秀
忠
。
下
野
守
、
薩
摩
守
。
東
条
松
平
氏
の
家
忠

の
養
子
と
な
り
跡
を
継
ぐ
と
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
武
蔵
国
忍
城
主
一
二
万
石

（
一
〇
万
石
と
も
）。
の
ち
関
ヶ
原
の
戦
い
で
の
軍
功
に
よ
り
尾
張
国
清
洲
城
主
六
二
万

石
（
六
〇
万
石
と
も
）（「
徳
川
諸
家
系
譜
」）。
本
話
で
は
忠
吉
が
亡
く
な
っ
た
の
は
慶

長
一
二
年
三
月
二
八
日
と
あ
る
が
、「
徳
川
諸
家
系
譜
」
に
よ
る
と
同
年
三
月
五
日
に

二
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
あ
る
。
な
お
本
話
で
は
、
家
康
は
秀
康
の
深
刻
な
病
状
を
大

変
心
配
す
る
様
子
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
忠
吉
の
死
に
対
し
て
は
さ
ほ
ど
嘆
く
様
子
が

み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
忠
吉
が
日
頃
病
気
が
ち
で
あ
り
、

家
康
は
彼
の
病
状
の
進
行
を
み
て
回
復
は
望
め
な
い
と
早
く
か
ら
覚
悟
し
て
い
た
た
め

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
（「
当
代
記
」「
徳
川
実
紀
」）。
○
度
々
ノ
忠
勤
…
秀
康
は
家
康
の

活
動
を
補
佐
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
例
え
ば
慶
長
四
年
九
月
、
豊
臣
秀
吉

の
没
後
に
大
坂
城
西
の
丸
に
入
っ
た
家
康
の
代
わ
り
に
伏
見
城
の
留
守
を
預
か
っ
た
り

（「
越
前
黄
門
行
状
」）、
ま
た
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
い
て
は
、
下
野
国
宇
都
宮
で
会
津
の

上
杉
景
勝
の
南
下
を
抑
え
た
り
す
る
な
ど
の
任
務
を
遂
行
し
て
い
た
（「
国
事
叢
記
」「
片

聾
記
」）。
○
越
前
ニ
近
江
ノ
内
両
所
ニ
テ
都
合
百
万
石
…
「
国
事
叢
記
」
に
よ
る
と
「
越

前
ニ
近
江
之
内
、
下
野
之
内
相
添
、
都
合
百
万
石
」、
ま
た
「
徳
川
実
紀
」
に
よ
る
と
「
近

江
下
野
の
う
ち
に
て
二
十
五
万
石
ま
し
あ
た
へ
百
万
石
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
話
は

こ
れ
ら
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
際
に
「
下
野
」
の
二
字
を
欠
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、「
徳
川
実
紀
」
に
よ
る
と
秀
康
が
拝
領
し
て
い
た
の
は
七
五
万
石
と
算
出
さ
れ
る
。

こ
の
内
訳
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
越
前
六
八
万
石
と
下
総
国
結
城
の
う
ち
七
万
石
と

を
合
計
し
て
七
五
万
石
、
あ
る
い
は
越
前
に
西
近
江
の
領
知
高
を
合
わ
せ
て
七
五
万
石

と
い
わ
れ
て
い
る
（「
国
事
叢
記
」）。
○
御
逝
去
…
慶
長
一
二
年
閏
四
月
八
日
、
秀
康
は

北
庄
城
で
短
い
生
涯
を
閉
じ
た
。
享
年
三
四
歳
。
日
頃
か
ら
唐
瘡
（
梅
毒
）
を
患
っ
て

お
り
、
そ
の
上
虚
脱
状
態
に
陥
っ
て
い
た
の
が
死
因
と
推
定
さ
れ
る
（「
当
代
記
」『
福

井
市
史�

通
史
編
２
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

慶
長
一
二
年
四
月
二
九
日
、
大
神
君
家
康
公
が
駿
府
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
へ
、

秀
康
公
か
ら
於
佐
の
局
を
通
し
て
言
上
な
さ
っ
た
の
は
「
私
に
関
し
て
は
、
病
が
重
く
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
七
巻
一
号

存
命
不
定
の
体
に
罷
り
成
り
ま
し
た
。
先
月
二
八
日
に
弟
の
尾
張
清
洲
城
主
の
薩
摩
守

忠
吉
が
他
界
し
た
と
こ
ろ
に
ま
た
も
や
、
私
ま
で
先
立
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
致
し
方
が

あ
り
ま
せ
ん
。
暇
乞
い
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
」
と
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
、
大
神
君
の

お
嘆
き
は
た
だ
な
ら
ず
、
そ
の
後
仰
せ
に
な
っ
た
の
は
「
秀
康
の
こ
と
は
、
度
々
の
忠

勤
を
挙
げ
て
も
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
し
か
し
越
前
一
国
を
宛
て
が
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
今
に
な
っ
て
残
念
だ
と
思
っ
て
い
る
。
秀
康
の
病
気
が
快
復
に
向
か
う
た
め

祝
儀
に
加
増
と
し
て
越
前
に
近
江
・
下
野
の
う
ち
二
ヶ
所
で
都
合
一
〇
〇
万
石
を
与
え

る
」
と
の
こ
と
。
こ
の
内
容
で
朱
印
状
を
し
た
た
め
ら
れ
、
於
佐
の
局
は
朱
印
状
を
持
っ

て
急
ぎ
帰
っ
た
。

　
　

し
か
し
閏
四
月
八
日
秀
康
公
の
御
訃
報
を
三
河
国
岡
崎
で
聞
き
、
於
佐
の
局
は
涙
を

流
し
な
が
ら
考
え
た
と
こ
ろ
「
秀
康
公
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
今
、
大
切
な
朱
印
状

を
越
前
に
持
ち
帰
る
べ
き
だ
ろ
う
か
」
と
思
っ
て
、
岡
崎
か
ら
駿
府
へ
急
い
で
立
ち
帰

り
直
に
登
城
す
る
と
、
大
神
君
は
囲
碁
を
な
さ
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
於
佐
の
局
が
朱
印

状
を
持
参
し
た
と
こ
ろ
、
大
神
君
の
お
嘆
き
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

�

（
水
野
佑
一
）

　
　
　

下
巻
―
第
一
〇
話

一
権
現
様
御
仕
置
ニ
喧
嘩
両
成
敗
ト
申
ハ
侍
ト
侍
ト
ノ
事
ナ
リ
、
侍
ナ
ラ
ヌ
相

手
ハ
切
捨
ノ
由
、
タ
ト
ヒ
御
直
参
陪
臣
ニ
テ
モ
、
侍
ナ
レ
バ
両
成
敗
ナ
リ
、

然
レ
ト
モ
諸
家
ニ
ヲ
ヒ
テ
、
物
頭
迄
公
儀
ノ
御
取
扱
也
、
使
番
ヨ
リ
以
下
ハ

若
党
ト
御
取
扱
也
、
然
ル
ニ
御
家
ニ
相
勤
ル
者
ハ
何
分
小
身
ニ
テ
モ
、
番
組

ニ
入
ル
者
ハ
公
儀
ノ
御
取
扱
侍
ナ
リ
ト
云
リ

［
注
釈
］

　

○
権
現
様
…
徳
川
家
康
の
こ
と
。
○
仕
置
…
権
力
者
に
よ
る
刑
罰
お
よ
び
そ
の
執
行（『
国

史
大
辞
典
』）。
○
喧
嘩
両
成
敗
…
喧
嘩
で
暴
力
を
行
使
し
た
者
に
対
し
て
、
そ
の
理
非

を
た
だ
さ
ず
、
両
者
に
同
等
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
（『
同
』）。
な
お
、
江
戸
幕
府
は
「
喧

嘩
両
成
敗
」
を
平
時
の
法
令
（
軍
令
は
除
く
）
に
は
採
用
せ
ず
、
一
般
的
な
法
慣
習
と

し
て
運
用
し
た
（
清
水
克
行
『
喧
嘩
両
成
敗
の
誕
生
』
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
。
谷
口

眞
子
『
武
士
道
考
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）。
〇
物
頭
…
戦
国
時
代
、
槍
・
弓
・

鉄
砲
な
ど
の
足
軽
部
隊
を
預
か
り
、
こ
れ
を
統
率
指
揮
し
た
部
将
。
足
軽
大
将
・
足
軽

頭
と
も
い
う
（『
国
史
大
辞
典
』）。
幕
末
期
の
福
井
藩
で
は
、
物
頭
を
勤
め
る
の
は
番
士

の
う
ち
石
高
三
〇
〇
石
以
上
の
家
格
か
ら
と
さ
れ
た
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。
○
使
番
…

戦
時
中
は
伝
令
、
指
示
、
戦
功
の
監
察
、
敵
方
へ
の
使
者
な
ど
を
任
務
と
し
、
平
時
は

統
治
上
の
視
察
・
監
察
を
主
要
な
役
職
と
し
た
（『
国
史
大
辞
典
』）。
福
井
藩
で
は
、
藩

主
の
在
国
中
は
表
御
広
間
脇
御
使
番
詰
所
へ
昼
夜
詰
め
切
り
、
臨
時
御
使
御
用
を
勤
め

た
。
ま
た
、
国
内
お
よ
び
他
藩
へ
の
御
表
使
者
を
勤
め
た
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。
○
若

党
…
徒
よ
り
身
分
が
低
く
、
足
軽
・
小
者
・
中
間
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
者
と
さ
れ
る
が
、

藩
に
よ
っ
て
身
分
の
上
下
が
あ
り
、
武
家
奉
公
人
を
指
す
場
合
も
あ
る
（
中
巻
第
三
二

話
注
釈
）。
○
番
組
…
軍
の
部
隊
を
指
す
。
福
井
藩
で
は
、
中
士
（
中
級
武
士
）
が
番
士

と
し
て
配
属
さ
れ
、
五
十
名
を
一
組
と
し
て
番
組
を
編
制
し
た
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

権
現
様
の
お
仕
置
で
喧
嘩
両
成
敗
と
申
す
の
は
、
侍
と
侍
と
の
間
で
適
用
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
侍
で
は
な
い
相
手
は
切
り
捨
て
と
い
う
。
仮
に
直
参
と
陪
臣
と
の
で
き
ご

と
で
あ
っ
て
も
、
侍
同
士
で
あ
れ
ば
両
成
敗
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
家
に
お
い
て
は
、

物
頭
ま
で
の
仕
置
は
幕
府
の
お
取
り
扱
い
だ
が
、
使
番
以
下
の
仕
置
は
若
党
と
同
様
の

お
取
り
扱
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
越
前
松
平
家
に
勤
め
る
者
は
、
い
か
に
給
禄
が
少

な
く
て
も
番
組
に
入
る
者
は
幕
府
が
仕
置
を
お
取
り
扱
い
に
な
る
侍
で
あ
る
、
と
い
う
。

�

（
山
田
裕
輝
）
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

　
　
　

下
巻
―
第
一
一
話

一
忠
直
公
御
代
、
久
世
但
馬
御
成
敗
ノ
節
、
駿
府
ニ
ヲ
イ
テ
今
村
掃
部
・
本
多

伊
豆
守
召
呼
バ
レ
対
決
ニ
及
ビ
候
節
、
大
御
所
様
仰
ラ
レ
候
ハ
、
若
年
ナ
ル

少
将
ニ
テ
コ
レ
ア
ル
ニ
、
歴
々
罷
在
何
ト
テ
右
件
ノ
騒
動
ニ
及
候
ト
仰
ラ
レ

候
ヘ
バ
、
掃
部
申
上
候
ハ
、
御
幼
少
ト
ハ
申
シ
ナ
ガ
ラ
、
ハ
ヤ
十
七
歳
ニ
御

成
遊
バ
サ
レ
、
勝
レ
テ
御
発
明
ニ
付
万
事
御
直
ニ
仰
付
ラ
レ
候
故
、
我
々
ト

モ
少
モ
イ（
綺
）ロ
ヒ
申
義
罷
成
ラ
ズ
候
ニ
付
、カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
成
行
候
ト
申
上
ル
、

其
時
伊
豆
申
上
候
ハ
、
少
将
様
御
幼
少
故
、
万
端
御
構
ナ
キ
ニ
付
、
今
度
ノ

義
ハ
家
老
ト
モ
我
意
振
マ
ヒ
申
段
申
上
ラ
ル
、
大
神
君
上
意
ニ
ハ
、
少
将
ハ

マ
ダ
若
年
ナ
レ
バ
何
ノ
ワ
ケ
モ
存
マ
ジ
、
第
一
伊
豆
ヲ
折
角
ノ
節
但
馬
方
ヘ

遣
シ
ケ
ル
コ
ト
、
昔
鎌
倉
ニ
於
テ
梶
原
ガ
土
佐
坊
ヲ
京
都
堀
川
ヘ
討
手
ニ
遣

シ
ケ
ル
謀
略
同
時
ニ
思
召
候
段
、
御
察
識
遊
バ
サ
ル
、
依
テ
掃
部
方
御
意
ニ

応
ゼ
ズ
畢
竟
配
流
ニ
極
ㇽ
事
、
ウ
タ
テ
カ
リ
シ
事
ト
モ
也
、
是
ヲ
以
テ
思
フ

ニ
、
小
事
ト
云
ト
モ
疎
ニ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
以
一
往
鑑
ト
ス
ベ
キ
事
也

［
注
釈
］

　

○
久
世
但
馬
…
上
巻
第
一
七
・
一
八
話
参
照
。
〇
駿
府
…
正
し
く
は
江
戸
。
慶
長
一
七
年

（
一
六
一
二
）
一
一
月
二
七
日
に
審
理
、
同
二
八
日
に
江
戸
城
西
丸
に
て
直
裁
許
（「
国

事
叢
記
」
な
ど
）。
〇
少
将
…
こ
こ
で
は
松
平
忠
直
。
〇
十
七
歳
…
忠
直
は
文
禄
四
年

（
一
五
九
五
）
生
ま
れ
。
慶
長
一
七
年
は
数
え
一
八
歳
。
〇
綺
…
関
与
、口
出
し
、手
出
し
、

反
抗
。
〇
伊
豆
…
本
多
伊
豆
守
富
正
。
上
巻
第
一
八
話
等
参
照
。
〇
梶
原
…
梶
原
景
時
。

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
武
将
。
桓
武
平
氏
の
血
脈
で
あ
る
坂
東
八
平
氏

の
一
つ
鎌
倉
氏
の
一
族
。
石
橋
山
の
戦
い
で
は
平
氏
方
と
し
て
参
戦
。
戦
中
に
源
頼
朝

の
居
場
所
を
知
り
な
が
ら
見
逃
し
た
こ
と
で
、
頼
朝
の
信
を
得
て
、
の
ち
に
鎌
倉
幕
府

の
御
家
人
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
〇
土
佐
坊
…
土
佐
坊
昌
俊
。
平
安
時
代
末
期
の
僧
・

武
将
。
大
和
国
興
福
寺
金
剛
堂
の
堂
衆
。
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）、
源
頼
朝
と
弟
義
経

の
対
立
激
化
に
伴
い
、
刺
客
と
し
て
上
洛
。
同
一
〇
月
一
七
日
、
義
経
の
六
条
堀
川
邸

を
襲
撃
す
る
も
失
敗
し
、
昌
俊
は
鞍
馬
山
へ
敗
走
。
し
か
し
義
経
の
郎
党
に
捕
え
ら
れ
、

同
二
六
日
六
条
河
原
で
梟
首
。
〇
察
識
…
認
識
す
る
こ
と
。
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
判
断

す
る
こ
と
。
〇
ウ
タ
テ
カ
リ
シ
…
嘆
か
わ
し
い
、
情
け
な
い
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

忠
直
公
の
時
代
、
久
世
但
馬
の
成
敗
の
時
に
、
駿
府
に
お
い
て
、
今
村
掃
部
・
本
多

伊
豆
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
両
者
の
言
い
分
を
聞
か
れ
た
。
大
御
所
様
は「
若
い
少
将（
忠
直
）

で
あ
る
の
に
、
家
老
が
附
い
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
今
回
の
騒
動
に
な
っ
た
の
か
」
と
尋

ね
ら
れ
た
。
掃
部
は
「
忠
直
公
は
幼
少
と
は
言
っ
て
も
今
年
一
七
歳
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

大
変
利
発
で
、
す
べ
て
に
お
い
て
直
接
判
断
さ
れ
る
の
で
、
私
達
家
老
は
少
し
も
口
出

し
で
き
ず
、
今
回
の
騒
動
に
な
り
ま
し
た
」
と
答
え
た
。
そ
の
時
に
本
多
伊
豆
は
「
少

将
様
は
幼
少
で
す
べ
て
に
お
い
て
関
与
し
て
お
ら
ず
、
今
回
の
騒
動
は
家
老
達
の
我
儘

に
よ
る
も
の
で
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
大
神
君
家
康
公
は
「
少
将
は
ま
だ
若
年
で
あ
る

の
で
、
ど
ん
な
こ
と
も
判
断
が
つ
か
な
い
。
何
よ
り
も
伊
豆
を
わ
ざ
わ
ざ
但
馬
方
へ
派

遣
し
た
こ
と
は
、
昔
鎌
倉
に
お
い
て
梶
原
景
時
が
土
佐
坊
昌
俊
を
京
都
堀
川
へ
源
義
経

の
討
手
と
し
て
派
遣
し
た
謀
略
と
同
じ
事
」
と
認
識
さ
れ
た
。
よ
っ
て
掃
部
方
が
御
意

に
添
わ
ず
に
、
結
局
配
流
に
決
ま
っ
た
こ
と
は
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　

こ
の
一
件
を
も
っ
て
考
え
る
に
、
小
事
で
あ
っ
て
も
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ

し
て
ひ
と
ま
ず
手
本
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

�

（
田
中
丈
敏
）
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
七
巻
一
号

　
　
　

下
巻
―
第
一
二
話

一
大
坂
御
陣
ノ
節
、
忠
直
公
ノ
手
、
諸
手
ニ
先
立
テ
軍
ヲ
始
メ
、
鉄
炮
鬨
声
夥

シ
カ
リ
ケ
レ
バ
、
諸
口
ノ
寄
手
ワ
レ
モ
ヽ
ヽ
ヽ
ト
軍
ヲ
始
メ
、
越
前
勢
終
ニ

打
勝
チ
テ
大
坂
勢
ヲ
追
崩
シ
、
敵
味
方
入
乱
レ
大
将
ノ
進
退
モ
弁
マ
ヘ
ズ
、

天
王
寺
表
ヨ
リ
一
里
余
真
田
勢
ヲ
追
詰
々
々
、
息
ヲ
モ
ツ
ガ
セ
ズ
、
船
場
口

ヨ
リ
城
ヘ
乗
入
ラ
ン
ト
ス
、
本
多
伊
豆
守
、
吉
田
修
理
下
知
シ
テ
所
々
放
火

シ
、
本
多
飛
騨
守
モ
手
勢
バ
カ
リ
ニ
成
テ
、
逃
行
敵
ヲ
追
カ
ケ
テ
跡
ヲ
ミ
レ

バ
、
味
方
ノ
軍
勢
、
我
モ
々
ヽ
ト
乗
入
、
越
前
少
将
一
番
乗
ト
声
々
ニ
呼
リ

テ
、
悉
ク
焼
ケ
ル
ト
テ
、
其
頃
、
伏
見
・
大
坂
・
堺
ノ
子
供
ノ
小
歌
ニ
、
カ
ヽ

レ
カ
ヽ
レ
越
前
衆
、
タ
ン
ダ
カ
ヽ
レ
越
前
衆
、
命
シ
ラ
ズ
ノ
ツ
マ
黒
ノ
旗
ト

歌
ヒ
シ
ト
云
リ
、
是
ハ
越
前
家
ノ
士
大
将
以
下
武
頭
ノ
掛
レ
掛
レ
ト
下
知
ス

ル
声
ノ
四
方
ニ
響
キ
渡
リ
、
先
手
ノ
大
将
ツ
マ
黒
ノ
旗
ヲ
押
立
、
少
モ
タ
メ

ラ
ワ
ズ
城
中
ニ
乗
入
ケ
ル
故
、
依
テ
、
カ
ク
ノ
如
ク
歌
ヒ
ケ
ル
ト
也

［
注
釈
］

　

○
大
坂
御
陣
…
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
夏
の
陣
。
本
話
は
五
月
七
日
の
最

終
決
戦
に
お
け
る
内
容
。
〇
天
王
寺
…
大
坂
城
の
南
方
。
忠
直
が
布
陣
し
た
。
〇
船
場

…
大
坂
城
の
西
方
。
東
は
東
横
堀
川
、
西
は
西
横
堀
川
。
〇
本
多
伊
豆
守
…
本
多
富
正
。

〇
吉
田
修
理
…
吉
田
好
寛
。
上
巻
第
五
話
参
照
。
〇
本
多
飛
騨
守
…
本
多
成
重
。
松
平

忠
直
の
家
老
で
丸
岡
城
主
。
石
高
は
四
万
石
（「
国
事
叢
記
」）。
こ
の
頃
の
名
は
「
本
多

丹
下
」
で
、
大
坂
の
陣
の
恩
賞
と
し
て
、
徳
川
家
康
直
々
に
国
光
の
刀
と
三
吉
野
の
茶

壷
を
与
え
ら
れ
、
従
五
位
下
飛
騨
守
に
叙
任
さ
れ
た
（『
徳
川
実
紀
』『
寛
政
重
修
諸
家

譜
』）。
〇
越
前
少
将
…
松
平
忠
直
。
〇
小
歌
…
江
戸
時
代
の
俗
謡
小
曲
の
総
称
（『
日
本

国
語
大
辞
典
』）。
な
お「
大
坂
記
」に
も
同
様
の
小
歌
の
記
載
が
あ
る
。
〇
タ
ン
ダ
…「
た

だ（
唯
）」を
強
め
て
い
う
語（『
同
』）。〇
ツ
マ
黒
…
端
黒
・
褄
黒
。縁
の
黒
い
こ
と（『
同
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

大
坂
夏
の
陣
の
時
、
忠
直
公
の
手
勢
が
諸
勢
に
先
立
っ
て
合
戦
を
始
め
、
鉄
砲
や
鬨

の
声
が
激
し
か
っ
た
の
で
、
諸
口
の
攻
め
手
が
我
も
我
も
と
合
戦
を
始
め
た
。
越
前
勢

は
終
に
打
勝
っ
て
大
坂
勢
を
追
い
崩
し
た
の
で
、
敵
味
方
が
入
乱
れ
大
将
の
指
揮
も
従

わ
ず
天
王
寺
表
よ
り
一
里
余
の
真
田
勢
を
追
い
詰
め
追
い
詰
め
、
息
も
つ
か
せ
な
い
で

船
場
口
よ
り
大
坂
城
へ
乗
り
込
も
う
と
し
た
。
本
多
富
正
と
吉
田
好
寛
の
命
で
所
々
放

火
し
た
。
本
多
成
重
も
手
勢
の
兵
だ
け
で
、
逃
げ
る
敵
を
追
い
か
け
、
後
ろ
を
見
れ
ば
、

味
方
の
軍
勢
が
我
も
我
も
と
乗
り
込
み
「
越
前
少
将
一
番
乗
り
」
と
声
々
を
あ
げ
て
、

城
は
残
ら
ず
焼
け
た
と
い
う
。

　
　

当
時
、
伏
見
や
大
坂
、
堺
の
子
供
が
小
歌
と
し
て
「
カ
カ
レ
、
カ
カ
レ
越
前
衆
、
タ

ン
ダ
カ
カ
レ
越
前
衆
、
命
シ
ラ
ズ
ノ
ツ
マ
黒
の
旗
」
と
歌
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
越
前

家
の
侍
大
将
を
始
め
、
武
頭
の
「
掛
か
れ
、
掛
か
れ
」
と
命
令
す
る
声
が
周
囲
に
響
き

渡
り
、
先
鋒
の
大
将
が
ツ
マ
黒
の
旗
を
押
し
立
て
、
少
し
も
躊
躇
わ
ず
に
城
中
に
乗
り

込
ん
だ
た
め
、
こ
の
よ
う
に
歌
っ
た
と
い
う
。

�

（
角　

衣
利
奈
）

　
　
　

下
巻
―
第
一
三
話

一
忠
直
公
、
永
見
右
衛
門
御
成
敗
ノ
節
、
加
州
ノ
浪
人
弓
ノ
上
手
何
某
、
右
衛

門
方
ヘ
参
居
候
処
、
此
騒
動
ニ
付
本
国
ヘ
早
々
帰
候
様
ニ
申
聞
候
ヘ
ト
モ
、

コ
ノ
乱
ヲ
見
捨
罷
帰
候
ハ
本
意
ニ
非
ス
ト
テ
出
格
子
ノ
内
ヨ
リ
手
爪
ヨ
ク
討

手
ノ
者
ヲ
射
候
ニ
付
、
皆
々
近
寄
難
ク
猶
予
致
シ
候
ニ
、
討
手
ノ
中
、
真
砂

作
兵
衛
、
是
モ
強
弓
ノ
上
手
也
シ
ガ
、
隣
家
ノ
屋
根
ヨ
リ
大
雁
股
ニ
テ
彼
浪
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

人
ノ
眉
間
ヲ
射
貫
候
処
、
即
時
ニ
相
果
候
、
此
勢
ニ
乗
シ
、
何
茂
乗
込
候
由
、

右
衛
門
ハ
屋
形
ニ
火
ヲ
カ
ケ
切
腹
イ
タ
シ
候
由
、
此
作
兵
衛
ハ
中
納
言
様
、

景
勝
御
押
ノ
節
、
伊
達
政
宗
ノ
陣
ヘ
加
勢
ニ
遣
ハ
サ
レ
候
処
、
大
ニ
戦
功
有

之
、
其
方
弓
勢
ヲ
以
敵
三
百
余
追
崩
シ
、
誠
ニ
感
入
候
由
、
政
宗
感
状
ヲ
送

リ
候
由
、
其
後
一
伯
様
、
萩
ヘ
御
動
座
ノ
節
、
秀
忠
公
ヨ
リ
本
多
飛
弾
守
ヘ

御
預
ノ
由
、
子
孫
播
州
明
石
ノ
御
家
中
ニ
コ
レ
ア
ル
由
也

［
注
釈
］

　

○
永
見
右
衛
門
…
「
秀
康
給
帳
」
で
は
知
行
高
一
万
五
三
五
〇
石
。「
黄
門
様
御
代
御

代
給
帳
」（
松
平
文
庫
八
七
九
号
）
で
は
、
そ
の
内
の
九
三
五
〇
石
が
与
力
分
と
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
他
の
給
帳
で
も
一
万
五
三
五
〇
石
と
さ
れ
て
い
る
。「
家
譜
」
に
は
、
先
代

の
永
見
右
衛
門
は
、
秀
康
死
後
の
閏
四
月
九
日
に
、
心
月
寺
に
お
い
て
殉
死
し
た
旨
が

記
さ
れ
て
い
る
。
永
見
右
衛
門
が
「
御
成
敗
」
さ
れ
た
の
は
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）

一
二
月
晦
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
国
事
叢
記
」
に
よ
る
と
、
大
筒
も
用
い
ら
れ
た
大
規

模
な
戦
闘
で
あ
り
、「
元
朝
と
云
、
右
衛
門
御
攻
之
時
夥
舗
死
人
も
有
、
延
々
成
内
相

止
。
扨
国
中
民
家
商
家
之
者
無
咎
被
捕
、
城
中
之
死
人
糸
を
乱
如
く
」
と
、
民
家
や
商

家
の
者
に
至
る
ま
で
夥
し
い
死
傷
者
が
出
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
「
南
越
雑
話
」
上
巻

第
一
九
話
に
は
、
永
見
が
「
御
成
敗
」
さ
れ
た
際
の
、
波
々
伯
部
清
左
衛
門
の
逸
話
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
○
出
格
子
…
①
外
部
へ
張
り
出
し
て
作
っ
た
窓
の
格
子
（『
日
本
国

語
大
辞
典
』）。
○
雁
股
…
①
鏃
の
一
種
。
鏃
の
先
端
を
二
股
に
し
、
そ
の
内
側
に
刃
を

つ
け
た
も
の
。
飛
ぶ
鳥
や
走
っ
て
い
る
獣
の
足
を
射
切
る
の
に
用
い
る
。
②
①
を
つ
け

た
矢
。
か
ぶ
ら
矢
の
な
り
か
ぶ
ら
に
つ
け
る
が
、
ふ
つ
う
の
矢
に
つ
け
る
も
の
も
あ
る
。

羽
は
旋
回
し
て
飛
ば
な
い
よ
う
に
四
立
て
と
す
る
。
主
と
し
て
狩
猟
用
。
雁
股
篦
。
雁

股
矢
（『
同
』）。
○
中
納
言
様
…
結
城
秀
康
。
○
弓
勢
…
弓
を
引
く
力
量
。
弓
を
射
る
力

の
強
さ
。
弓
力
（『
同
』）。
○
伊
達
政
宗
ノ
陣
ヘ
加
勢
…
真
砂
に
つ
い
て
は
、「
越
叟
夜
話
」

に
も
名
前
が
見
え
る
が
、
そ
こ
で
は
山
名
与
次
兵
衛
と
と
も
に
家
康
の
陣
中
に
参
加
し

て
手
柄
を
上
げ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
○
一
伯
様
…
「
越
前
松
平
家
系
図
」
に
よ
れ
ば
、

元
和
九
年
二
月
二
十
二
日
に
「
左
遷
」
の
台
命
を
受
け
た
忠
直
は
、
同
年
三
月
一
五
日

に
北
庄
を
発
し
た
後
、敦
賀
に
滞
留
し
、剃
髪
し
て
「
一
伯
」
と
号
し
た
と
さ
れ
る
（『
福

井
市
史�

資
料
編
四
』）。
○
本
多
飛
騨
守
…
本
多
成
重
。
○
萩
…
忠
直
の
豊
後
で
の
配
流

先
で
あ
る
萩
原
の
こ
と
か
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

忠
直
公
が
永
見
右
衛
門
を
御
成
敗
に
な
っ
た
際
、
加
賀
国
の
浪
人
で
弓
の
名
手
で
あ
っ

た
あ
る
者
が
右
衛
門
方
へ
参
っ
て
い
た
。
右
衛
門
は
、
本
国
へ
早
々
に
帰
る
よ
う
申
し

聞
か
せ
た
が
、
こ
の
乱
を
見
捨
て
て
帰
国
す
る
の
は
本
意
で
は
な
い
と
し
て
、
出
格
子

の
中
か
ら
腕
前
よ
く
討
手
の
者
に
矢
を
射
か
け
た
の
で
、
皆
近
寄
る
こ
と
が
困
難
で
し

ば
ら
く
様
子
を
見
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
討
手
の
中
に
真
砂
作
兵
衛
と
い
う
、
こ
れ
も

弓
の
名
手
で
あ
る
者
が
、
隣
家
の
屋
根
か
ら
大
雁
股
矢
で
、
こ
の
浪
人
の
眉
間
を
射
貫

い
た
の
で
、
こ
の
浪
人
は
即
死
し
た
。
こ
の
勢
い
に
乗
じ
て
、
討
手
は
い
ず
れ
も
屋
敷

内
へ
乗
り
込
ん
だ
の
で
、
右
衛
門
は
屋
敷
に
火
を
か
け
て
切
腹
し
た
と
い
う
。

　
　

こ
の
作
兵
衛
は
、
中
納
言
様
が
上
杉
景
勝
と
対
峙
し
た
際
に
、
伊
達
政
宗
の
陣
へ
加

勢
に
派
遣
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
大
い
に
戦
功
が
あ
り
、
政
宗
よ
り
、「
そ
な
た
が
弓
の
技
量

を
も
っ
て
敵
三
百
あ
ま
り
を
潰
走
さ
せ
た
の
は
誠
に
感
心
で
あ
る
」
と
し
て
、
感
状
が

送
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
忠
直
公
が
萩
原
へ
移
さ
れ
た
際
に
、
徳
川
秀

忠
公
が
本
多
飛
騨
守
へ
御
預
に
な
り
、
子
孫
は
播
州
明
石
藩
の
家
中
に
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。

�

（
橋
本
紘
希
）
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六
十
七
巻
一
号

　
　
　

下
巻
―
第
一
四
話

一
忠
直
公
江
戸
ヘ
赴
キ
玉
フ
ト
キ
、
高
木
豊
前
ノ
子
大
膳
ヲ
御
附
ナ
サ
レ
、
大

膳
ハ
渡
辺
半
蔵
ト
入
魂
ナ
リ
、
或
時
日
比
谷
御
門
ニ
テ
、
半
蔵
、
伊
奈
備
前

小
姓
ヲ
切
、
宜
シ
カ
ラ
ザ
ル
趣
ア
リ
、
大
膳
モ
悪
事
コ
レ
有
ヲ
以
テ
、
忠
昌

公
御
代
、
江
川
安
右
衛
門
、
吉
田
竹
右
衛
門
ニ
仰
付
ラ
レ
、
片
平
ノ
駅
ニ
テ

御
成
敗
ナ
リ
、
豊
前
ハ
結
城
ヨ
リ
ノ
御
家
老
ニ
テ
、
禄
一
万
石
下
サ
レ
シ
ト

聞
リ

［
校
訂
］

　

①
趣
→
⑤
赴　

①
渡
部
→
⑤
渡
辺

［
注
釈
］

　

○
江
戸
ヘ
赴
…
「
国
事
叢
記
」
に
よ
る
と
、
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
四
月
一
六
日

に
結
城
秀
康
と
同
行
し
た
江
戸
行
き
の
こ
と
。
こ
の
際
、忠
直
は
従
四
位
下
に
叙
任
さ
れ
、

三
河
守
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。『
徳
川
実
紀
』
に
お
い
て
は
秀
康
の
江
戸
行

き
の
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
忠
直
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
な
お
、『
福
井
市
史�

通
史

編
２
』
に
よ
る
と
、「
家
譜
」
や
「
越
前
松
平
家
系
図
」
な
ど
に
は
従
四
位
下
と
三
河
守

に
慶
長
一
〇
年
四
月
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
慶
長
一
〇
年
以
前

に
忠
直
の
こ
と
を
「
三
河
守
」
と
表
記
し
て
い
る
書
簡
な
ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際

は
こ
れ
よ
り
も
前
に
江
戸
に
行
き
、
三
河
守
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と

い
う
。
○
高
木
豊
前
…
御
武
頭
衆
、
四
九
〇
石
（「
秀
康
給
帳
」）。
○
大
膳
…
不
詳
。
高

木
豊
前
の
子
。
○
御
附
…
身
分
の
高
い
人
の
そ
ば
に
仕
え
て
そ
の
用
を
す
る
役
。
ま
た
、

そ
の
人
。
○
渡
辺
半
蔵
…
徳
川
家
家
臣
の
渡
辺
半
蔵
守
綱
の
こ
と
。
槍
の
名
手
と
し
て

知
ら
れ
、
徳
川
十
六
将
に
も
数
え
ら
れ
る
。
○
日
比
谷
御
門
…
江
戸
城
日
比
谷
門
の
こ

と
か
。
○
伊
奈
備
前
…
伊
那
備
前
守
忠
次
の
こ
と
。
徳
川
家
家
臣
。
○
悪
事
…
「
国
事

叢
記
」
に
お
い
て
は
、
渡
辺
半
蔵
が
小
姓
を
切
っ
た
際
、
大
膳
に
「
不
宜
品
」
が
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。
○
忠
昌
公
御
代
…
「
国
事
叢
記
」
に
お
い
て
は
、
渡
辺
半
蔵
の
事
件

が
あ
っ
た
後
に
豊
前
・
大
膳
は
御
暇
を
与
え
ら
れ
、
後
年
大
膳
に
「
悪
事
」
が
あ
っ
た

た
め
討
た
れ
た
と
す
る
。
○
江
川
安
右
衛
門
…
上
巻
第
六
話
参
照
。
○
吉
田
竹
右
衛
門

…
五
五
〇
石
（「
忠
昌
給
帳
」）。
○
片
平
ノ
駅
…
武
蔵
国
東
海
道
保
土
ヶ
谷
宿
の
帷
子
町

の
こ
と
か
。「
国
事
叢
記
」
で
は
、「
武
州
帷
子
辻
駅
」
と
す
る
。
○
禄
一
万
石
…
「
秀

康
給
帳
」で
は
四
九
〇
石
と
す
る
。「
国
事
叢
記
」に
は「
従
結
城
之
御
家
老
禄
一
万
石【
又

四
百
九
十
石
共
一
万
石
云
事
不
知
】」
と
の
記
載
が
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

忠
直
公
が
江
戸
へ
赴
き
な
さ
る
と
き
、
高
木
豊
前
の
子
大
膳
を
御
付
に
さ
れ
、
大
膳

は
渡
辺
半
蔵
と
と
り
わ
け
懇
意
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
江
戸
城
日
比
谷
門
に
お
い
て
、

半
蔵
が
伊
奈
備
前
の
小
姓
を
斬
る
。
こ
れ
は
よ
ろ
し
く
な
い
様
子
で
あ
る
。
大
膳
も
悪

事
が
あ
っ
た
た
め
、
忠
昌
公
の
御
治
世
に
江
川
安
右
衛
門
と
吉
田
竹
右
衛
門
に
お
お
せ

つ
け
て
、
片
平
の
駅
に
て
御
成
敗
さ
れ
た
。
高
木
豊
前
は
結
城
時
代
か
ら
の
御
家
老
で

あ
り
、
禄
一
万
石
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
聞
く
。

�

（
木
村
美
幸
）

　
　
　

下
巻
―
第
一
五
話

一
土
屋
左
馬
助
昌
春
ハ
、
昌
茂
ガ
子
右
衛
門
尉
昌
村
ガ
甥
ナ
リ
、
初
メ
大
神
君

ニ
奉
仕
シ
、
故
ア
リ
テ
越
前
ヘ
来
リ
、
三
万
八
千
石
ヲ
領
シ
、
大
野
城
ヲ
預

リ
与
力
知
ト
モ
ニ
七
万
八
千
石
ニ
及
ヒ
シ
ト
ゾ
、
昌
春
ハ
常
ニ
北
庄
ニ
相
詰

ル
故
、
岩
上
越
中
、
崎
玉
若
狭
、
清
水
意
松
、
三
人
ノ
老
功
ヲ
差
置
レ
、
カ
ヽ

ル
ト
キ
、
大
神
君
、
大
野
ハ
要
地
ナ
レ
バ
誰
ニ
預
候
ヤ
ト
御
尋
ノ
時
、
右
三
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

人
ニ
預
置
候
ト
仰
上
ラ
レ
シ
カ
バ
、
一
人
ニ
テ
サ
ヘ
然
ル
ベ
キ
ニ
、
三
人
ニ

預
ケ
ラ
レ
、
タ
シ
カ
ナ
ル
ト
ノ
上
意
ノ
由
、
昌
春
ハ
御
勘
気
ノ
者
故
、
仰
上

ラ
レ
ズ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
御
存
ニ
テ
右
ノ
御
尋
ナ
リ
ト
ゾ

［
注
釈
］

　

○
土
屋
左
馬
助
…
土
屋
昌
春
、
正
明
、
正
雄
。
生
国
は
甲
斐
国
。
徳
川
家
康
の
小
姓
を

経
て
結
城
秀
康
に
仕
え
る
。
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
閏
四
月
、
秀
康
の
死
去
に
伴

い
殉
死
（「
越
藩
史
略
」）。
○
大
野
城
…
織
田
家
の
武
将
金
森
長
近
が
大
野
郡
の
三
分
の

二
を
与
え
ら
れ
、
盆
地
内
の
西
隅
に
あ
る
独
立
丘
陵
亀
山
（
大
野
市
）
に
築
い
た
平
山

城
（『
福
井
県
大
百
科
事
典
』）。
○
与
力
知
共
ニ
七
万
八
千
石
…
昌
春
に
付
け
ら
れ
た
与

力
の
知
行
高
を
含
め
た
石
高
が
七
万
八
〇
〇
〇
石
に
及
ぶ
こ
と
。
た
だ
し
「
越
藩
史
略
」

や
「
秀
康
給
帳
」、『
稿
本
福
井
市
史
』
で
は
昌
春
の
知
行
三
万
八
〇
〇
〇
石
の
う
ち

一
万
八
〇
〇
〇
石
を
与
力
の
知
行
高
と
し
て
い
る
。
○
岩
上
越
中
…
岩
上
左
京
亮
。
知

行
高
は
四
〇
〇
〇
石
（「
国
事
叢
記
」「
秀
康
給
帳
」）。
○
崎
玉
若
狭
…
酒
井
若
狭
守
の

こ
と
か
。
知
行
高
は
二
二
〇
〇
石
（「
国
事
叢
記
」「
秀
康
給
帳
」）。
○
清
水
意
松
…
清

水
太
郎
左
衛
門
尉
、
政
勝
。
北
条
氏
の
旧
臣
。
秀
康
に
仕
え
、
の
ち
に
土
屋
昌
春
の
同

心
に
編
入
さ
れ
る
。
知
行
高
は
三
〇
〇
石（
下
山
治
久
編『
後
北
条
氏
家
臣
団
人
名
辞
典
』

東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。
○
大
野
ハ
要
地
…
大
野
は
美
濃
・
飛
騨
両
国
と
の
国
境

で
あ
る
た
め
、
要
地
と
さ
れ
た
（『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
四
）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

土
屋
左
馬
助
昌
春
は
、
昌
茂
の
子
右
衛
門
尉
昌
村
の
甥
で
あ
る
。
初
め
は
家
康
公
に

奉
仕
し
、
故
あ
っ
て
越
前
に
来
た
。
三
万
八
〇
〇
〇
石
を
領
有
し
大
野
城
を
預
か
り
、

与
力
知
を
含
め
る
と
七
万
八
〇
〇
〇
石
に
及
ん
だ
と
い
う
。
昌
春
は
常
に
北
庄
に
詰
め

て
い
た
の
で
、
秀
康
公
は
岩
上
越
中
、
崎
玉
若
狭
、
清
水
意
松
と
い
っ
た
三
人
の
老
臣

を
大
野
に
配
置
な
さ
れ
た
。

　
　

あ
る
時
、家
康
公
が
「
大
野
は
要
地
で
あ
る
が
、誰
に
任
せ
た
の
か
」
と
お
尋
ね
に
な
っ

た
際
、
秀
康
公
が
「
こ
ち
ら
の
三
人
に
任
せ
て
お
り
ま
す
」
と
お
申
上
げ
に
な
っ
た
と

こ
ろ
、
家
康
公
は
「
一
人
で
さ
え
適
当
だ
と
い
う
の
に
、
三
人
に
任
せ
る
と
は
確
実
で

あ
る
」
と
の
ご
上
意
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
昌
春
が
家
康
公
の
お
怒
り
に
ふ
れ
た

者
で
あ
っ
た
た
め
、
秀
康
公
が
お
申
し
上
げ
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
、
家
康
公

は
ご
存
じ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
お
尋
ね
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

�

（
田
川
雄
一
）

　
　
　

下
巻
―
第
一
六
話

一
忠
直
公
御
簾
中
高
田
様
ハ
秀
忠
公
ノ
御
姫
君
ナ
リ
、
故
ア
ツ
テ
江
戸
ヱ
御
下

向
ノ
後
、
秀
忠
公
御
対
面
ナ
サ
レ
度
ト
、
御
取
扱
コ
レ
ア
リ
候
へ
ド
モ
、
高

田
様
ハ
御
同
心
コ
レ
ナ
ク
、
終
ニ
御
対
面
ナ
サ
レ
ズ
候
由
、
御
遺
恨
モ
コ
レ

有
ヤ
ト
申
伝
候
、
光
通
公
御
代
御
姫
様
鍋
島
家
へ
御
婚
礼
ノ
節
、
孫
娘
ノ
嫁

入
ニ
候
間
、
何
茂
取
扱
ヒ
玉
ハ
リ
候
様
ニ
ト
、
御
老
中
ヘ
御
頼
ユ
ヘ
、
御
老

中
方
初
若
年
寄
・
町
奉
行
衆
一
人
ヅ
ヽ
何
茂
歩
行
ユ
ヘ
、
コ
レ
ニ
依
テ
路
次

ノ
御
馳
走
御
成
ヨ
リ
厳
シ
ク
、
町
々
盛
砂
、
水
桶
・
箒
家
々
ニ
カ
ザ
リ
、
亭

主
上
下
ニ
テ
罷
出
候
ト
也

［
注
釈
］

　

○
御
簾
中
…
貴
人
、
将
軍
・
御
三
家
・
御
三
卿
の
妻
。
○
高
田
様
…
勝
姫
、
天
崇
院
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
五
月
一
二
日
（
慶
長
五
年
と
し
て
江
の
子
で
な
い
と
す
る
説

も
あ
る
。
福
田
千
鶴
『
徳
川
秀
忠
』
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一
一
年
）
～
寛
文
一
二
年

（
一
六
七
二
）
二
月
二
一
日
。
牛
込
川
田
ヶ
窪
（
高
田
）
に
屋
敷
が
あ
っ
た
た
め
こ
の
名

と
な
る（「
片
聾
記
」）。
慶
長
一
六
年
九
月
二
八
日
輿
入
れ
。
子
は
光
長（
仙
千
代
）、亀
姫
、
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六
十
七
巻
一
号

鶴
姫
。
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
二
月
、
忠
直
が
豊
後
に
配
流
と
な
り
仙
千
代
が
襲
封

す
る
と
、
幼
い
国
主
に
代
行
し
一
時
的
に
黒
印
を
据
え
て
い
た
（
小
宮
木
代
良
「
松
平

忠
直
隠
居
前
後
の
越
前
支
配
に
つ
い
て
」『
近
世
初
期
の
大
名
と
情
報
』
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
一
五
―
二
、二
〇
一
六
年
）。
翌
年
三
月
仙
千
代
が
高
田
藩

に
転
封
と
な
る
時
、「
湯
沐
の
邑
」
一
万
石
（
化
粧
領
と
し
て
石
高
は
諸
説
あ
り
）
を
拝

領
し
仙
千
代
に
譲
る
（「
大
猷
院
御
実
紀
巻
二
」『
徳
川
実
紀
（
新
訂
国
史
大
系
）』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）。
○
御
下
向
…
同
年
八
月
仙
千
代
と
勝
姫
ら
は
江
戸
へ
出
発
し
、

江
戸
城
に
住
ん
だ（「
家
譜�
忠
直
公
二
」）。寛
永
三
年（
一
六
二
六
）に
勝
姫
は
牛
込
川
田
ヶ

窪
に
屋
敷
を
拝
領
し
、
仙
千
代
は
麹
町
屋
敷
に
移
っ
た
（「
西
巌
公
年
譜
」『
徳
川
諸
家

系
譜�

第
四
巻
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、一
九
八
四
年
）。
福
井
藩
と
津
山
藩
の
系
譜
類
は
、

忠
直
事
件
関
係
者
の
死
没
後
で
あ
る
享
保
期
以
降
に
詳
細
に
な
り
、
勝
姫
下
向
の
経
緯

も
追
加
さ
れ
た
（
小
宮
木
代
良
「
松
平
忠
直
事
件
に
関
わ
る
言
説
の
変
遷
」『
近
世
初
期

の
大
名
と
情
報
』）
○
御
対
面
…
「
片
聾
記
」「
国
事
叢
記
」
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
が
、

江
戸
城
に
居
た
た
め
対
面
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
山
本
博
文
『
徳
川
秀
忠
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）。
○
御
婚
礼
…
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
光
通
の
娘
布
与
姫

と
鍋
島
綱
茂
の
婚
礼
。
○
孫
…
子
孫
。
布
与
姫
は
母
が
光
長
の
娘
国
姫
で
、
勝
姫
に
は

ひ
孫
。
○
路
次
ノ
御
馳
走
～
盛
砂
・
水
桶
・
箒
家
々
に
カ
ザ
リ
…
盛
砂
は
急
な
雨
に
よ

る
ぬ
か
る
み
を
修
復
す
る
た
め
と
、
砂
に
は
清
浄
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
準
備
し
た
。

桶
と
箒
は
、
水
を
撒
い
て
掃
い
た
と
い
う
清
掃
完
了
を
示
す
た
め
に
飾
っ
た
。
飾
り
は

行
列
へ
の
「
馳
走
」
と
さ
れ
、
領
主
が
沿
道
の
奉
行
に
通
達
し
、
住
民
が
作
業
し
た
。

町
の
代
表
者
は
裃
姿
で
行
列
を
待
っ
た
。
将
軍
や
老
中
の
上
洛
時
な
ど
に
行
わ
れ
た
（
久

留
島
浩
「
盛
砂
・
蒔
砂
・
飾
り
手
桶
・
箒
」『
展
望
日
本
歴
史�

一
三
巻
』
東
京
堂
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
）。「
片
聾
記
」「
国
事
叢
記
」「
越
藩
史
略
」
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

忠
直
公
の
正
室
で
あ
る
高
田
様
は
秀
忠
公
の
姫
君
で
あ
る
。
訳
あ
っ
て
江
戸
へ
移
ら

れ
た
後
、
秀
忠
公
が
対
面
し
た
い
と
場
を
用
意
さ
れ
た
が
、
高
田
様
は
同
意
さ
れ
ず
、

つ
い
に
対
面
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
遺
恨
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
伝
わ
っ

て
い
る
。

　
　

光
通
公
の
御
代
に
あ
っ
た
姫
君
の
鍋
島
家
へ
の
婚
礼
の
際
に
は
「
私
の
ひ
孫
娘
の
嫁

入
り
で
あ
る
の
で
万
事
お
世
話
を
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
」
と
老
中
へ
頼
ん
だ
。
そ
の

た
め
老
中
か
ら
若
年
寄
、
町
奉
行
衆
に
い
た
る
ま
で
一
人
ず
つ
み
な
歩
く
の
で
行
列
の

道
中
で
の
馳
走
は
将
軍
の
御
成
よ
り
も
厳
し
く
な
っ
た
。
町
で
は
盛
砂
が
さ
れ
、
水
桶

と
箒
が
家
々
に
飾
ら
れ
、
亭
主
は
裃
を
着
て
行
列
を
迎
え
に
出
た
と
い
う
。

�

（
北
村
明
恵
）

　
　
　

下
巻
―
第
一
七
話

一
忠
昌
公
ハ
御
童
名
虎
之
助
様
ト
奉
申
、
御
十
一
歳
ノ
時
駿
府
ヱ
召
サ
セ
ラ
レ

候
、
権
現
様
上
意
ニ
テ
、
於
カ
チ
殿
ト
申
ス
女
中
ヱ
養
子
ニ
下
サ
レ
候
、
其

年
中
江
戸
表
ヘ
下
向
遊
バ
サ
レ
、
秀
忠
公
御
側
ニ
テ
御
成
長
遊
バ
サ
レ
、
大

坂
冬
御
陣
ノ
節
、
御
若
年
ニ
テ
御
供
遊
バ
サ
レ
候
由
、
本
佐
渡
守
相
備
ニ
合

宿
、
翌
年
ノ
春
前
髪
コ
レ
ア
リ
、
微
少
ノ
面
々
御
供
召
連
ラ
レ
間
鋪
旨
風
聞

コ
レ
ア
リ
候
、
或
夜
中
若
輩
ノ
御
小
姓
毛

（
め
ん

受じ
ゅ

将し
ょ
う

監げ
ん
）

ニ
仰
付
ラ
レ
、
公
儀
ヱ
御

伺
モ
コ
レ
ナ
ク
前
髪
御
落
シ
遊
バ
サ
レ
候
由
、
御
附
々
ノ
方
々
大
キ
ニ
驚
キ

候
ヘ
ト
モ
、
致
ス
ヘ
キ
様
モ
コ
レ
ナ
ク
有
体
ノ
趣
佐
渡
守
ヘ
相
達
候
、
則
上

聞
ニ
達
シ
、
前
髪
有
モ
ノ
ヲ
、
今
度
供
ニ
連
間
鋪
ト
申
事
、
虎
之
助
ヱ
誰
カ

申
聞
セ
候
カ
ヤ
ト
ノ
上
意
ニ
テ
、
御
笑
遊
バ
サ
レ
候
ト
也
、
其
後
召
セ
ラ
レ
、

御
覧
遊
バ
サ
レ
、
ヨ
キ
男
ニ
成
タ
ル
ト
テ
、
一
段
御
機
嫌
ヨ
ク
、
御
名
ヲ
伊

予
守
様
ト
仰
出
サ
レ
候
、
御
一
字
拝
領
并
御
腰
物
御
拝
領
遊
バ
サ
レ
、
大
坂
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
九
）

ヘ
御
供
遊
バ
サ
レ
候
ト
也

［
注
釈
］

　

○
御
十
一
歳
ノ
時
…
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）。
〇
於
カ
チ
殿
…
英
勝
院
。
徳
川
家
康

の
妻
の
一
人
。
○
本
佐
渡
守
…
本
多
正
信
。
〇
合
宿
…
戦
陣
に
加
わ
る
こ
と
。
○
前
髪

コ
レ
ア
リ
…
元
服
し
て
い
な
い
こ
と
。
○
毛
受
将
監
…
毛
受
延
洪
。
一
五
九
七
年
（
没

年
六
九
歳
の
た
め
）
～
一
六
六
六
年
正
月
二
七
日
。
福
井
藩
士
。
忠
昌
の
小
姓
。
給
禄

一
〇
〇
〇
石（「
忠
昌
給
帳
」）。「
御
給
帳（
宰
相
忠
昌
公
隆
芳
院
殿
御
給
帳
并
軍
役
）」（
福

井
県
立
図
書
館
蔵
）
に
は
「
馬
上
勝
鉄
砲
六
挻
長
物
三
本
薙
六
本
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
毛
受
家
譜
」
に
よ
る
と
忠
昌
の
手
に
よ
っ
て
前
髪
を
落
と
さ
れ
て
い
る
。
○
一
字
…
高

貴
な
人
が
与
え
る
諱
の
一
字
。
○
腰
物
…
刀
剣
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

忠
昌
公
は
童
名
を
虎
之
助
と
申
さ
れ
、
一
一
歳
の
時
に
駿
府
に
召
し
出
さ
れ
た
。
権

現
様
の
お
考
え
で
於
カ
チ
殿
と
い
う
側
室
の
養
子
と
さ
れ
た
。
そ
の
年
の
う
ち
に
江
戸

表
に
下
向
さ
れ
、
秀
忠
公
の
側
で
成
長
さ
れ
た
。

　
　

大
坂
冬
の
陣
の
と
き
は
若
年
で
秀
忠
公
の
御
供
を
さ
れ
、
佐
渡
守
と
と
も
に
合
宿
し

た
。
翌
年
の
春
も
前
髪
が
あ
っ
た
が
、
幼
少
の
面
々
は
御
供
と
し
て
連
れ
て
行
か
な
い

と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
。
あ
る
夜
中
に
若
年
の
小
姓
で
あ
っ
た
毛
受
将
監
に
命
じ
て
、

公
儀
に
お
伺
い
も
な
く
前
髪
を
落
と
さ
れ
た
。
お
付
き
の
方
々
は
大
い
に
驚
い
た
が
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
有
様
が
佐
渡
守
の
聞
く
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
秀
忠
公
は
前
髪
の
あ

る
も
の
を
今
度
は
御
供
に
連
れ
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
虎
之
助
へ
誰
が
聞
か
せ
た

の
か
と
お
思
い
に
な
り
、
お
笑
い
に
な
ら
れ
た
。
そ
の
後
虎
之
助
を
召
し
出
し
て
様
子

を
ご
覧
に
な
り
、
よ
い
男
に
な
っ
た
と
、
一
段
と
ご
機
嫌
よ
く
、（
虎
之
助
の
）
お
名
前

を
伊
予
守
と
仰
せ
に
な
っ
た
。
虎
之
助
は
「
忠
」
の
御
一
字
と
御
腰
物
を
拝
領
し
、
大

坂
へ
御
供
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

�

（
高
岡　

萌
）

　
　
　

下
巻
―
第
一
八
話

一
大
坂
御
陣
ノ
時
、
五
月
六
日
、
忠
昌
公
佐
渡
守
ヘ
仰
ラ
レ
候
ハ
、
明
日
ノ
御

合
戦
ニ
ハ
忠
直
公
ノ
御
手
先
ヘ
出
申
度
候
間
、
此
段
将
軍
様
ヘ
申
上
ラ
レ
玉

ハ
リ
候
様
ニ
ト
仰
ラ
レ
候
処
、
則
佐
渡
守
達
上
聞
候
処
ニ
、
暫
ク
ア
ツ
テ
勝

手
次
第
ト
仰
出
サ
レ
候
ヘ
ハ
、
其
旨
佐
渡
守
申
上
ラ
レ
候
処
、
唯
今
御
目
見

遊
バ
サ
レ
度
ト
仰
ラ
レ
候
ヘ
ハ
、佐
渡
守
余
リ
急
ナ
ル
義
ト
申
サ
レ
候
ヘ
バ
、

忠
昌
公
仰
ラ
レ
候
ハ
、今
世
ノ
御
暇
乞
ニ
モ
成
ベ
ク
モ
計
難
シ
ト
仰
ラ
レ
候
、

佐
渡
守
御
尤
々
々
ト
申
候
テ
、直
ニ
御
目
見
遊
バ
サ
レ
度
ト
仰
出
サ
レ
候
由
、

夫
ヨ
リ
忠
直
公
ヘ
御
出
遊
バ
サ
レ
、
翌
日
越
前
勢
手
先
ニ
テ
首
一
ツ
御
取
遊

バ
サ
レ
、
御
本
陣
ヘ
差
上
ラ
レ
候
ヘ
バ
、
甚
御
満
悦
無
比
類
働
ノ
段
、
両
御

所
様
御
感
悦
遊
バ
サ
レ
候
、
姉
ケ
崎
一
万
石
ヲ
転
ゼ
ラ
レ
野
州
下
妻
三
万
石

下
サ
レ
、
其
後
信
州
十
二
万
石
、
間
モ
ナ
ク
越
後
高
田
二
十
五
万
石
御
拝
領
、

其
後
御
相
続
遊
バ
サ
レ
候
ト
也

［
注
釈
］

　

〇
大
坂
御
陣
…
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
夏
の
陣
。
○
忠
昌
公
…
大
坂
夏
の

陣
に
お
い
て
、
忠
昌
は
冬
の
陣
の
時
と
同
じ
く
旗
本
の
本
多
正
信
と
と
も
に
出
陣
し
、

五
月
六
日
に
将
軍
秀
忠
の
許
し
を
得
て
兄
忠
直
の
先
手
に
加
わ
っ
た
。
同
七
日
の
戦
闘

で
は
忠
昌
自
ら
戦
い
、
剣
術
者
・
念
流
左
大
夫
を
討
ち
取
っ
た
（「
国
事
叢
記
」）。
○
佐

渡
守
…
本
多
正
信
（
下
巻
第
二
話
参
照
）。
○
将
軍
様
…
徳
川
秀
忠
。
○
両
御
所
様
…
大

御
所
の
徳
川
家
康
と
征
夷
大
将
軍
の
徳
川
秀
忠
。
○
姉
ケ
崎
一
万
石
…
慶
長
一
二
年
、

忠
昌
は
上
総
国
姉
崎
（
千
葉
県
市
原
市
）
領
で
一
万
石
を
与
え
ら
れ
た
。（『
市
原
市
史�

中
巻
』
市
原
市
、
一
九
八
六
年
）
○
野
州
下
妻
三
万
石
…
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、
忠
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六
十
七
巻
一
号

昌
は
姉
ケ
崎
か
ら
二
万
石
加
増
の
う
え
で
常
陸
国
下
妻
（
茨
城
県
下
妻
市
）
に
転
封
さ

れ
た
（『
福
井
市
史�

通
史
編
２
』）。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
下
妻
は
常
陸
国
に
属
し
て
お

り
「
野
州
」
と
あ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
○
信
州
十
二
万
石
…
元
和
二
年
、
忠
昌
は
大

坂
の
陣
の
行
賞
と
し
て
、
松
平
忠
輝
時
代
の
川
中
島
（
長
野
県
長
野
市
）
領
の
過
半
で

あ
る
一
二
万
石
を
領
有
し
た
（『
長
野
県
史�

通
史
編�

第
四
巻�

近
世
一
』
長
野
県
史
刊
行

会
、
一
九
八
七
年
）
○
越
後
高
田
二
十
五
万
石
…
元
和
四
年
、
松
代
城
主
で
あ
っ
た
忠

昌
は
二
五
万
石
で
越
後
国
高
田
（
新
潟
県
上
越
市
）
に
封
じ
ら
れ
た
（『
上
越
市
史�

通
史

編
３�

近
世
一
』
上
越
市
、
二
〇
〇
三
年
）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

大
坂
夏
の
陣
の
時
、
五
月
六
日
、
忠
昌
公
が
佐
渡
守
に
仰
せ
ら
れ
る
に
は
、「
明
日
の

御
合
戦
に
は
、
忠
直
公
の
御
手
先
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
こ
の
こ
と
を
将

軍
様
に
お
伝
え
く
だ
さ
る
よ
う
に
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
佐
渡
守
が
将
軍
の
上
聞
に
達
し

た
と
こ
ろ
、
し
ば
ら
く
し
て
「
そ
の
よ
う
に
す
る
よ
う
に
」
と
仰
せ
に
な
ら
れ
た
の
で
、

そ
の
旨
を
佐
渡
守
が
忠
昌
公
に
申
し
上
げ
ら
れ
た
。
す
る
と
、
忠
昌
公
は
今
す
ぐ
将
軍

に
お
目
見
え
な
さ
り
た
い
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
、
佐
渡
守
が
「
あ
ま
り
に
急
な
こ
と
」

と
申
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
忠
昌
公
が
仰
せ
ら
れ
る
に
は
、「
今
世
の
御
暇
乞
い
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
佐
渡
守
は
「
ご
も
っ
と
も
ご
も
っ
と
も
」
と
申
し
上
げ
て
、

「
す
ぐ
に
お
目
見
え
な
さ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
将
軍
に
仰
せ
に
な
ら
れ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
忠
昌
公
は
忠
直
公
の
も
と
に
お
出
で
に
な
ら
れ
、
翌
日
越
前
勢
の

手
先
に
お
い
て
首
を
一
つ
お
取
り
に
な
り
、
御
本
陣
へ
差
し
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
非

常
に
御
満
悦
で
あ
り
、
比
類
の
な
い
働
き
の
こ
と
を
両
御
所
様
は
ご
感
悦
な
さ
れ
た
。

　
　

忠
昌
公
は
姉
ヶ
崎
一
万
石
を
転
封
さ
れ
て
下
妻
三
万
石
を
下
さ
れ
、
そ
の
後
信
濃
国

の
う
ち
一
二
万
石
、
間
も
な
く
越
後
高
田
二
五
万
石
を
ご
拝
領
に
な
り
、
そ
の
後
福
井

藩
を
御
相
続
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

�

（
中
西
健
太
）


